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第１章  総 則 

 

第１節 土地評価の基本事項 

 

１ 郡山市固定資産（土地）評価要領の意義 

（１）目 的 

本要領は、固定資産税における土地の評価事務の基本的事項を定めることにより、本

市における土地の評価の適正化と均衡化を確保することを目的とする。 

（２）根 拠 

固定資産税における固定資産（土地）の評価及び価格の決定は、地方税法（昭和 25

年法律第 226 号。以下「法」という。）第 388 条第１項の規定に基づいて定められた固

定資産評価基準（昭和 38 年自治省告示第 158 号。以下｢評価基準｣という。）によらな

ければならないとされているものであり（法第 403 条第１項）、本要領は、評価基準の

適用に当たっての本市の取扱いを定めるものである。 

 

 ２ 評価の対象となる土地 

固定資産税の課税客体となる土地（以下「土地」という。）とは、土地課税台帳又は土地補

充課税台帳に登録されたもの、若しくは登録されるものをいう。 

（法第 341 条、法第 380 条、法第 381 条） 

 

 ３ 現況による評価 

評価は、土地の状況を実地に調査し、当該土地の賦課期日における現況及び利用目的に重

点を置き行う。 

（法第 359 条、法第 408 条） 

 

４ 均衡の保持 

評価に当たっては、土地の的確な把握に努めるとともに、評価の均衡の保持を図り公平な

評価に努める。 

（法第 403 条、法第 409 条） 

 

５ 固定資産評価補助員（法第 405 条） 

（１）評価事務が困難な時は、速やかに固定資産評価員（以下「評価員」という。）に報告

し、指示を受けること。 

（２）評価事務上知り得た秘密については、これを他人に漏らしてはならない。 

（法第 22 条） 

 

６ 評価員の指示 

本要領の実施に関し必要な事項が生じたとき、又は本要領に定めのない事項が生じたとき

は、評価員が別途指示する。 

   （法第 404 条） 

 

第２節 土地の評価の基本 

 

１ 土地の評価 

土地の評価は、次に掲げる土地の地目の別に、「第２章 地目別評価法」に定める評価の

方法によって行う。 

（１）田 

（２）畑 

（３）宅地 

（４）鉱泉地 
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（５）池沼 

（６）山林 

（７）牧場 

（８）原野 

（９）雑種地 

 

２ 地目認定の方法 

地目の認定は、土地登記簿上の地目にかかわらず、原則として１筆ごとの土地の現況及び

利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときでも、土地全体としての状況を観

察して認定する。 

ただし、１筆の土地が相当の規模で２以上の全く別の用途に利用されているときは、これ

らの利用状況に応じて区分し、それぞれの区分ごとに地目を定める。 

 

３ 地目の認定基準 

（１）田 

ア 認定の基準 

田とは、農耕地で用水を利用して耕作する土地をいい、肥培管理（耕うん、整地、播

種、かんがい、排水、施肥、農薬の散布、除草等）を行って農作物を栽培する土地をい

う。 

イ 具体的な田の認定 

（ア）田畑輪換の土地については、原則として田とする。 

（イ）水稲、れんこん、ひえ、わさび、くわい等を栽培している土地は、田とする。 

ただし、用水の設備がないものは除く。 

（ウ）一時休耕地で田の設備が残されている土地は、田とする。 

ただし、一時休耕地とは、（注１）に定める認定基準による。 

（エ）田を養魚池として一時的に使用している土地は、田とする。一時的とは、畔を残

したり深く掘らないで、田にいつでも復旧できる状態にあるものをいう。 

（２）畑 

ア 認定の基準 

畑とは、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地をいい、肥培管理（耕うん、整地、

播種、かんがい、排水、施肥、農薬の散布、除草等）を行って農作物を栽培する土地を

いう。 

イ 具体的な認定 

（ア）植木、草花等を植栽している土地は、畑とする。 

ただし、販売目的の植木等を販売するまでの間、その商品価値を維持するための

管理を行い、一時的に仮植えしておくことが明らかな土地、あるいは全く耕作がな

されず、放置された状態が長期にわたり、雑草等が生育し農地に復元し得ないよう

な状況にある場合には、雑種地とする。 

（イ）梅、栗、柿等の果実類及び筍等を採取するための土地は、畑とする。なお、農耕 

者が自ら耕作し、その収穫物を農耕者以外の者に入園料を徴して収穫させている土

地を含む。 

（ウ）家屋の敷地以外に所在する土地において、温室の内部の地表を直接耕作している

土地は、畑とする。なお、この場合温室の形態は問わない。 

（エ）牧草栽培地は、畑とする。 

（オ）入園契約方式による貸農園は、畑とする。 

ただし、一般の農地と同程度以上に適切な肥培管理が行われていないものは除く。 

（カ）一時休耕地で畑の形態が残っている土地は、畑とする。 

ただし、一時休耕地とは（注１）に定める基準による。 

※（注１）一時休耕地の認定 

一時休耕地とは、一時的に耕作地を放置しているため雑草等が生えている状態の土

地であっても、農耕地として利用される見込みのある土地をいい、いつでも耕作でき
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る状態又は復元後直ちに耕作することが確実と認められる土地をいう。具体的には次

のような状態をいう。 

・畔、畝間が残っていること。 

・小砂利が浮きあがっていないこと。 

・根から抜き取り、焼却しなければならないほど雑草等が繁茂していないこと。 

・じん芥類、コンクリート塊、廃土、木片等が堆積していないこと。 

・土地改良中の農地。 

（３）宅 地 

ア 認定の基準 

宅地とは、建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地をいう。

すなわち、建物の敷地のみに限定されず、建物の風致又は風水防に要する樹木の生育地、

建物に付随する庭園、屋敷内の通路等のように、宅地に便益を与え、又は宅地の効用に

必要な土地については、宅地に含まれる。 

また、現に建物が建築されていない土地であっても、土地全体としての状況、使用実

態等から見て客観的に建物の敷地の用に供されるものであることが明らかな場合は、こ

れを宅地とする。 

（例） 

・現に家屋の敷地として使用している土地及びその維持若しくは効用を果たすために

必要な土地。家屋建設中の土地についてもこれに準ずる。 

・宅地造成の目的で整地を行い、道路、通路、排水設備等を造り、又は柵、塀等で囲

んであり、家屋の建築が可能な土地。 

・土地区画整理法（昭和 29 年法律第 109 号）による土地区画整理事業の施行地で、

法令又は規約等の定めるところによって、仮換地、一時利用地その他仮に使用し、若

しくは収益することができることの指定があり、その現況が明らかに宅地の状態で、

かつ家屋の建築が可能な土地。 

イ 具体的な認定 

（ア）耕作地の区域内にある農具小屋等の敷地は、その建物が永久的設備と認められる

ものに限り宅地とする｡ 

（イ）遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、建物の利用を主とする建物敷地

以外の部分がその建物に付随する庭園と認められる場合には、その全部を一団とし

て宅地とする。 

（ウ）テニスコート、プール、ゴルフ練習場又は自動車教習場等については、宅地に接

続するものは宅地とし、その他は雑種地とする。 

（エ）ガスタンク敷地又は石油タンク敷地は、宅地とする。 

（オ）工場又は営業場に接続する物干場又はさらし場は、宅地とする。 

（カ）火葬場については、その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、建

物の設備のないときは雑種地とする。 

（キ）陶器かまどの設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いがある

ときは宅地とし、その設備がない場合は雑種地とする。 

（ク）家庭菜園については、家屋の敷地内にあるような小規模なもので、それだけを区

分して農地として取り扱うことが一般常識に合わないような場合は、宅地とする。 

（ケ）農業用施設の用に供する土地の地目 

 ａ  畜舎、温室等の農業用施設が農家の敷地内に所在する場合には、当該農業用施設

が家屋であるか否かにかかわらず、当該農家の敷地に含めて全体を宅地とする。 

ｂ  農業用施設が農家の敷地外にある場合には、その農業用施設が家屋と認定される

ものにあっては、その内部で耕作が行われている（注２）場合に農地(田又は畑)と

認定し、耕作が行われていないときには宅地とする。また、その農業用施設が家屋

と認定されないものにあっては、その内部で耕作が行われている（注２）場合に農

地(田又は畑)と認定し、耕作が行われていないときには雑種地とする。 

※（注２）「施設の内部で耕作が行われている」とは 

 土地に労費を加え肥培管理を行って作物を栽培しているかどうかによって判断する。
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施設内部で箱や鉢を用いて作物を栽培しているときも、「施設の内部で耕作が行わ

れている」に該当するが、施設内部の地表が砂利又はコンクリート敷等により耕地

として容易に復旧できない状態にあるときは該当しない。 

  ただし農地法第 43 条第１項の規定が適用される農作物栽培高度化施設の底面と

するために農地をコンクリート等で覆う場合は「施設の内部で耕作が行われている」

に該当する。 

ｃ  農業用施設が牧場に所在する場合には、牧場内の牧草栽培地等と一体に牧場とし

て認定する。 

（コ）海産物の乾燥場に永久的設備と認められる建物がある場合には、その敷地の区域

に属する部分だけを宅地とする。 

（サ）停車場建物等の敷地で百貨店、店舗、その他もっぱら鉄軌道による運送の用に供

する建物以外の用地として併用している土地は、宅地とする。 

（シ）地下を鉄軌道等に利用している場合で、地上階部分に停車場建物等以外の建物及

び駐車場等に利用している土地は、宅地とする。 

（ス）鉄軌道地又は自動車専用道路等の高架下の土地で建物等の敷地の用に供されてい

る土地は、宅地とする。 

ただし、これらの土地が本来の目的の用に供するものと認められるものを除く。 

（セ）工場の敷地内の、公害防止のための緑地は、道路、溝、堀その他によって判然と

分別されており宅地以外の地目と認定することが特に適当であると認められるもの

を除いては、当該緑地は、工場敷地として建物の維持若しくは効用を果たすために

必要な土地と一般的にみられるので宅地とする。 

（４）鉱泉地 

ア 認定の基準 

鉱泉地とは、「鉱泉（温泉を含む。）の湧出口及びその維持に必要な土地」（不動産登記

事務取扱手続準則第 68 条第７号）をいう。なお、ここでいう鉱泉とは、原則として、

温泉法（昭和 23 年法律第 125 号）第２条の「温泉」と定義を同じくするものである。 

イ 具体的な認定 

（ア）鉱泉が湧出し、又は水蒸気その他のガスが噴出していた鉱泉地が、湧出量又は水

蒸気その他のガスの噴出が減少し、鉱泉地としての利用価値が著しく低下しても鉱

泉地である。 

ただし、全くこ渇してしまった鉱泉地は、鉱泉地としない。 

（イ）現に鉱泉が湧出し、又は水蒸気その他のガスが噴出しているが、未だ温水等を利

用していない場合でも鉱泉地とする。しかし、試掘の許可は受けていても、未だ掘

削していない状況にあるものは、鉱泉地としない。 

（５）池 沼 

ア 認定の基準 

池沼とは、かんがい用水ではない水の貯溜池をいう。 

池沼は、自然のもの、人工のものの別を問わず、堀、養魚池（食用、観賞用）、蓮地、

ダム建設による水没地等を含むものである。 

イ 具体的な認定 

（ア）公共の用に供さない溜池については、登記簿上の地目が溜池となっていても、池

沼とする。 

（イ）庭園内の池、防火用池は、ここでの池沼には該当せず、個々の事例に応じ、これ

を宅地又は雑種地とする。 

（ウ）発電所の貯水池は池沼とする。 

（６）山 林 

ア 認定の基準 

山林とは、耕作の方法によらないで、竹木の生育する土地をいう。 

イ 具体的な認定 

（ア）竹木の生育していない鉱山又は岩石山等も山林とする。 

（イ）山林をほだ木置場として使用している場合には、その利用が一時的であれば山林
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とし、材木の採取を主たる目的とせずに、永続的に椎茸栽培を行う場合（山を切崩

し更地にする等）には雑種地とする。 

（７）牧 場 

ア 認定の基準 

牧場とは、家畜を放牧する土地をいう。 

牧場は、牧場地域内にある牧草栽培地及び林地、牧舎その他牧畜のために使用する建

物等の敷地を含む。 

ただし、牧場内に経営者及びその家族が居住する建物敷地は、牧場として評価せず宅

地として個別に扱う。 

イ 具体的な認定 

牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場地域内にある土地は、

全て牧場とする。 

（８）原 野 

ア 認定の基準 

原野とは、耕作の方法によらないで、雑草、かん木類の生育する土地をいう。 

イ 具体的な認定 

原野は、平原や丘陵地帯における土地で、農地、山林等に積極的に利用されているも

のを除いた生産力の乏しい土地という意味に用いられる場合が多く、その概念は非常に

範囲が広く、草生地、芝地、野地等がこれに含まれる。 

（９）雑種地 

ア 認定の基準 

雑種地とは、（１）から（８）までに掲げた土地のいずれにも該当しない土地をいう。 

イ 具体的な認定 

（ア）遊園地、運動場、ゴルフ場又は飛行場において、一部に建物がある場合でも、建

物敷地以外の土地の利用を主とし、建物はその付随的なものに過ぎないと認めら    

れるときは、その全部を一団として雑種地とする。 

ただし、道路、溝、堀その他により建物敷地として判然区分することができる状     

況にあるものは、これを区分して宅地としても差し支えない。 

（イ）宅地等に付属せず、独立して所在する駐車場（家屋と認定される場合の立体駐車

場敷地を除く。）、資材置場、テニスコート、プール、ゴルフ練習場、バッティン

グセンター又は再生可能エネルギー発電施設等の用に供する敷地は、雑種地とする。 

（ウ）鉄塔敷地又は変電所敷地は、雑種地とする。 

（エ）水力発電のための水路又は排水路は、雑種地とする。 

（オ）高圧線の下の土地で他の目的に使用することができない区域は、雑種地とする。 

（カ）じん芥、コンクリ－ト塊、廃土、木片等の堆積している土地。また、これらのも

のが放置され、耕作の形跡がなく、雑草等の繁茂している土地は、雑種地とする。 

（キ）高速道路等の高架下の地目は、当該高架下に店舗その他の建物がある場合は宅地

とし、駐車場等の用に供されている場合は、雑種地とする。 

（ク）鉄道の駅舎、付属施設及び路線の敷地（工場敷地内にあるものを除く。）は、雑

種地（鉄軌道用地）とする。 

（ケ) 販売を目的とした植木等を販売するまでの間、その商品価値を維持するための管

理を行い、一時的に仮植しておくことが明らかな土地は、雑種地とする。 

（コ）家屋の敷地外に所在する酪農舎、温室及び鶏舎等で、家屋として認められない場

合の敷地は、雑種地とする。 

（サ）耕作地の区域内における家屋として認定されない農具小屋の敷地は、雑種地とす

る。 

（シ）休耕している農地の地目は、一時休耕のような場合を除き、全く耕作がなされず

長期にわたって放置され、雑草等が生育し、農地に復元し得ないような状態にある

場合には、雑種地とする。 

（ス）アーチェリー場及びアスレチック場の敷地は、雑種地とする。 

ただし、林間コース等のように自然環境に手を加えることなく、周辺の山林と状
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況が類似する場合は山林とする。 

    （セ）火葬場については、その構内に建物の設備があるときは構内全部を宅地とし、そ

の他は雑種地とする。 

    （ソ）陶器かまどの設けられた土地については、永久的設備と認められる雨覆いがない

ときは雑種地とし、その設備があるときは宅地とする。 

    （タ）宅地造成後、長期間にわたり放置され、雑草、かん木類が繁茂する等宅地として

認定し得ない土地は、現況に応じて、山林、原野、又は雑種地とする。 

（10）特殊な利用形態の地目認定 

ア 鉄軌道用地と認定すべきもの 

（ア）線路敷（工場の敷地内にあるものを除く。）の用に供する土地は、鉄軌道用地と

する。 

（イ）停車場建物、転・遷車台、給炭水設備、給油設備、検車洗浄設備又はプラットホ

ーム・積卸場の用に供する土地は、鉄軌道用地とする。 

ただし、百貨店、店舗、その他もっぱら鉄軌道による運送の用に供する建物以外

の用地として併用する土地を除く。なお、工事中にあっては、当該併用することが

あっても宅地と認定することができるまでは鉄軌道用地とする。 

（ウ）前記（ア）、（イ）の土地に接する土地のうち変電所、車庫、倉庫（資材置場を

含む。）若しくは踏切番舎に係る施設用地、又は保線区、検車区、車掌区、電力区

若しくは通信区等の現業従業員の詰所の用に供する土地は、鉄軌道用地とする。 

（エ）工事中の鉄軌道用地で、工事完了後においても引続き鉄軌道の用に供することが

明らかな土地は、鉄軌道用地とする。 

（オ）新たに鉄軌道用地とすべく工事中の土地は、線路敷にあっては道床が完成したも

ので、その他の土地は建設工事が着手され、その様を呈したものを鉄軌道用地とす

る。 

（カ）高架下の土地は、鉄軌道用地とする。 

ただし、有料で貸付けている等、本来の目的の用以外のものに供している場合を

除く。 

イ 宅地等介在農地と認定すべきもの 

（ア）農地法（昭和 27 年法律第 229 号）第４条第１項及び第５条第１項の規定により、

宅地等への転用許可を受けた田及び畑。 

（イ）田及び畑以外に転用することについて、農地法第４条第１項及び第５条第１項の

規定により届出のみを行い許可を受けることを必要としない田及び畑で宅地等への

転用が確実と認められる田及び畑。 

（ウ）その他の田及び畑で宅地等への転用が確実と認められる田及び畑。 

ウ 土地区画整理事業施行中の土地 

（ア）従前の土地により地目を認定するもの 

ａ  仮換地が指定されていない土地。 

ｂ  仮換地の指定が行われている土地で、現に使用し、又は収益することができるこ

ととなる日までの間の土地。 

ｃ  仮換地が指定漏れとなっている土地。 

（イ）仮換地の土地の現況により地目認定するもの 

ａ  仮換地の指定を受け、現に使用し、又は収益することができることとなった日以

後の土地及び仮使用地。 

 

４ 地積の認定 

（１）地積認定の原則 

ア 登記簿に登記されている土地 

登記簿に登記されている土地の地積は、原則として、登記簿に登記されている地積（以

下「登記地積」という。）による。 

ただし、登記地積が現況の地積（以下「現況地積」という。）よりも大きいと認められ

る場合には、当該土地の地積は現況地積により認定する。 
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また、その土地の現況地積が登記地積よりも大きく、かつ、登記地積によることが著

しく不適当であると認められる場合には、現況地積によることができる。 

イ 登記簿に登記されていない土地 

登記簿に登記されていない土地の地積は、現況地積による。 

ウ 国土調査実施地域における地積 

国土調査法（昭和 26 年法律第 180 号）に基づく地籍調査が完了し当該調査後の地積が

登記されている地区における土地については、その新地積による。 

ただし、それ以外の地区（未登記地区及び調査未了地区）における土地との評価の均

衡上、新地積によることが不適当であると認められる場合には、地籍調査前の登記地積

によることができる。 

（２）地積認定上の留意事項 

ア 土地区画整理事業又は土地改良事業の施行に係る土地においては、原則として法令又

は規約の定めるところにより、仮換地、一時利用地及び仮使用地（仮換地等について使

用し、又は収益することができない土地を除く。）については、事業施行者が指定した地

積をもって現況地積とみなす。 

イ 登記簿に登記された１筆の土地について、２以上の地目を認定する場合の各地目の地

積は、１筆全体の登記地積を各地目の現況に基づいて配分した地積による。 

なお、配分後の地積は、原則として１㎡の 100 分の１の位まで求める。 

ウ 登記簿に登記された１筆の土地が一部非課税部分を有する場合の課税部分と非課税部

分の各地積は、１筆全体の登記地積を各部分の現況に基づいて配分した地積による。 

なお、配分後の地積は、原則として１㎡の 100 分の１の位まで求める。 

エ 土地所有者から法務局の土地地積更正登記に耐えうる地積測量図の提出があった場合

には、課税地積をその地積に変更することができる。 
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第２章  地目別評価法 

 

第１節 田及び畑 

 

１ 評価上の分類 

農地とは、田と畑の総称であるが、固定資産税の評価上は農地を「一般農地」、「宅地等

介在農地」、「市街化区域農地」及び「勧告遊休農地」の４つに分類する。 

（１）一般農地 

農地のうち宅地等介在農地、市街化区域農地及び勧告遊休農地を除いたものをいう。 

（２）宅地等介在農地 

宅地等介在農地とは、次に掲げるものをいう。 

ア 農地法第４条第１項及び第５条第１項の規定によって、宅地等への転用許可を受けた

田及び畑。 

イ 田及び畑以外に転用することについて、農地法第４条第１項又は第５条第１項の規定

により届出のみを行い許可を受けることを必要としない田及び畑で宅地等への転用が確

実と認められる田及び畑。 

ウ その他の田及び畑で宅地等への転用が確実と認められる田及び畑。 

（３）市街化区域農地 

都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第７条第１項に規定する市街化区域内の農地で

次に掲げる農地を除いたものをいう。（法附則第 19 条の２第 1 項・地方税法施行令（昭

和 25 年政令第 245 号）附則第 14 条第 1 項） 

ア 都市計画法第８条第１項第 14 号に掲げる生産緑地地区内の農地。 

イ 都市計画法第４条第６項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓

園の区域内の農地で、同法第 55 条第１項の規定による都道府県知事の指定を受けたもの

又は同法第 59 条第１項から第４項までの規定による国土交通大臣若しくは都道府県知

事の認可若しくは承認を受けた同法第４条第 15 項に規定する都市計画事業に係るもの。 

ウ 都市緑地法（昭和 48 年法律第 72 号）第 12 条の規定による特別緑地保全地区の区域内

の農地。 

エ 文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)第 109 条第１項の規定による文部科学大臣の  

指定を受けた史跡、名勝又は天然記念物である農地。 

オ 法第 348 条の規定により固定資産税を課されない農地。 

（４）勧告遊休農地 

農地のうち、農地法第 36 条第１項の規定による勧告があったものをいう。 

（参 考） 

農地法 

第三十六条 農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利 

用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これら 

の利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管 

理権の取得に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものとする。 

ただし、当該各号に該当することにつき正当の事由があるときは、この限りでない。 

一 当該農地の所有者等からその農地を耕作する意思がある旨の表明があつた場合 

において、その表明があつた日から起算して六月を経過した日においても、その農 

地の農業上の利用の増進が図られていないとき。 

二 当該農地の所有者等からその農地の所有権の移転又は賃借権その他の使用及び 

収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う意思がある旨の表明（前条第一 

項に規定する意思の表明を含む。）があつた場合において、その表明があつた日か 

ら起算して六月を経過した日においても、これらの権利の設定又は移転が行われな 

いとき。 

三 当該農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき。 

四 これらの利用意向調査を行つた日から起算して六月を経過した日においても、当 

該農地の所有者等からその農地の農業上の利用の意向についての意思の表明がな 
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いとき。 

五 前各号に掲げるときのほか、当該農地について農業上の利用の増進が図られない 

ことが確実であると認められるとき。 

 

２ 一般農地の評価方法 

一般農地の評価は、各筆の田及び畑について評点数を付設し、当該評点数を評点一点当た

りの価額に乗じて各筆の田及び畑の価額を求める方法による。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）状況類似地区の区分 

田又は畑の別に、地勢、土性、水利等の状況を総合的に考慮し、おおむね状況が類似

していると認められる地区ごとに区分（原則は小字単位）する。 

（２）標準田又は標準畑の選定 

状況類似地区ごとに、自然条件、立地条件、耕作条件、災害条件、土地利用条件等が

標準的な田又は畑を標準田又は標準畑として選定する。 

（３）標準田又は標準畑の適正な時価の評定 

標準田又は標準畑について評点数を付設するため、田又は畑の売買実例価額から正常

と認められない条件がある場合は、それを修正して正常売買価格を求め、次に、その価

格から地形等の相違による修正により標準田又は標準畑の正常売買価格を求める。これ

に農地の平均 10ａ当たり純収益額の限界収益額に対する割合（0.55）を乗じて適正な時

価を評定する。 

（４）標準田又は標準畑の評点数の付設 

標準田又は標準畑の評点数は、適正な時価に基づいて付設する。 

（５）各筆の田又は畑の評点数の付設 

標準田又は標準畑の評点数に比準割合を乗じ、これに各筆の地積を乗じて状況類似地

区内の田又は畑の評点数を付設する。 

 

３ 宅地等介在農地の評価方法 

宅地等介在農地の評価は、沿接する道路の状況、公共施設等の接近状況、その他宅地等

としての利便性等からみて、当該介在農地とその状況が類似する宅地の価額を基準として

求めた価額から、当該介在農地を宅地等に転用する場合において通常必要と認められる造

成費相当額を控除する方法によるものとする。 

評価のしくみについては、次の「４ 市街化区域農地の評価方法」と同様の取り扱いと

する。 

 

 

一般農地評価のしくみ 

状況類似地区の区分 

標準田・畑の選定 

標準田・畑の評点数の付設 

比準田・畑の評点数の付設 

評価額の算出 

標準田・畑の 

適正な時価の評定 

正常売買価格×0.55 

基準田・畑の選定 

 

比

準

項

目 

田 

日照の状況 

田面の乾湿 

面積 

耕うんの 

難易 

災害 

畑 

日照の状況 

農地の傾斜 

耕うんの難易 

災害 

面積 

保水・排水の良否 
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４ 市街化区域農地の評価方法 

市街化区域農地の評価は、沿接する道路の状況、公共施設等の接近状況、その他宅地と

しての利用上の利便性等からみて、当該市街化区域農地とその状況が類似する宅地の価額

を基準として求めた価額から当該市街化区域農地を宅地に転用する場合において通常必要

と認められる造成費相当額を控除した価額によってその価額を求める方法によるものとす

る。 

 

市街化区域農地の評価のしくみ 

類似宅地の選定

・市街化宅地評価法
・その他の宅地評価法

基本価額の算定

造成費相当額の算定

市街化区域農地の評価額の算出
 

 

（１）類似宅地の選定及び基本価額の算定 

状況が類似する宅地を選定し、その単位地積当たりの価額を基準として、宅地の評価

方法に準ずる方法により当該市街化区域農地の基本価額を求める。 

（２）造成費相当額の算定 

単位地積当たり造成費相当額は、次に定める額とする。（総務省内かんによる。） 

ア 田の場合   １㎡当たり 6,100 円（盛土 70ｃｍ） 

イ 畑の場合   １㎡当たり 3,000 円（盛土 30ｃｍ） 

ただし、田については基本価額から造成費相当額を控除した額が基本価額に 0.4 を乗

じて得た額未満となる場合は、造成費相当額は基本価額に 0.6 を乗じて得た額とし、畑

については基本価額から造成費相当額を控除した額が基本価額に 0.5 を乗じて得た額未

満となる場合は、造成費相当額は基本価額に 0.5 を乗じて得た額とする。 

（３）市街化区域農地の評価額の算出 

上記で求めた単位地積当たりの価額から単位地積当たり造成費相当額を控除して、当

該市街化区域農地の地積を乗じて評価額を算出する。 

 

５ 勧告遊休農地の評価方法 

勧告遊休農地の評価は、「２ 一般農地の評価方法」により算出した評価額を農地の純

収益額の限界収益額に対する割合（0.55）で除するものとする。 
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第２節 宅 地 

 

１ 宅地の評価方法 

宅地の評価は、標準宅地の評点数（又は、路線価）に基づき、標準宅地との較差を評点数

により求め、これに一点当たりの価格を乗じ、各筆の評価額を求める方法により行う。 

各筆の宅地の評点数の付設は、原則として市街地的形態を形成する地域における宅地（街

路等がほぼ整備された区画整理事業地内も含む。）については「市街地宅地評価法」（路線

価方式）により行い、市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地については「そ

の他の宅地評価法」（標準宅地比準方式）により行う。 

 

宅地評価のしくみ 

評 点 一 点 当 た り
の 価 額 の 決 定

主 要 な 街 路 の
路 線 価 の 付 設

そ の 他 の 街 路 の
路 線 価 の 付 設

各 筆 の 評 点
数 の 付 設

各 筆 の 評 価
額 の 算 出

奥行価格 補正割合法

側方路線 影響加算法

各 筆 の 評 価 額
の 算 出

標 準 宅 地
の 選 択

各 筆 の 評 点 数
の 付 設

形状等による
比 準 割 合

そ の 他 の
比 準 割 合

標 準 宅 地 の 適 正
な 時 価 の 評 定

画

地

計

算

法

不動産鑑 定 評価

二方路線 影響加算法

不整形地、無道路地、間
口が狭小な宅地等評点算
出法

宅
地
の
比
準
表

用 途 地 区
の 区 分

街 路 の 状 況 等 に
よ る 地 域 の 区 分

主 要 な 街 路
の 選 定

（その他の宅地評価法）

状 況 類 似
地 区 の 区 分

標 準 宅 地
の 選 定

奥 行 に よ る
比 準 割 合

標 準 宅 地 の 適 正
な 時 価 の 評 定

標 準 宅 地 の 評 点 数
の 付 設

市 街 地 宅 地 評 価 法
適 用 地 域 の 決 定

そ の 他 の 宅 地 評 価 法
適 用 地 域 の 決 定

（市街地宅地評価法）
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（１）市街地宅地評価法（路線価方式） 

街路ごとに、「路線価（１㎡当たり評点数）」を付設し、「路線価」に基づいて「画地計

算法」を適用し、各筆の１㎡当たりの「評点数」を求め、求めた評点数に地積を乗じ、

評点１点当たりの価額（１円）を乗じて「評価額」とする。 

（２）その他の宅地評価法（標準宅地比準方式） 

利用状況がおおむね類似している地区を区分し、区分された地区ごとの１㎡当たりの

標準的な宅地の評点数に基づき「宅地の比準表」を適用し、各筆の１㎡当たりの「評点

数」を求め、求めた評点数に地積を乗じ、評点１点当たりの価額（１円）を乗じて「評

価額」とする。 

 

２ 市街地宅地評価法   

（１）用途地区の区分 

ア  区分の方法 

用途地区の区分は、宅地の利用状況が共通な地域を区分することであるが、土地の地

価水準に影響を与える地域的な特性を把握し、価格事情と地域的な価格形成要因が類似

している地域を区分する。 

イ 区分基準 

評価基準に示されている用途地区は、次のとおりである。 

 

（表１）用途地区区分基準 

用 途 地 区 定   義 

商 

業 

地 

区 

繁 華 街 

都市及びこれに準ずる市街地的形態を有する町村において各種小売り店

舗が連たんする著名な商業地あるいは飲食店舗、レジャー施設等が多い歓

楽街など、人通りの多い繁華性の高い中心的な商業地区 

高 度 商 業 

地区（Ⅰ） 

都市内の容積率の高い地区（主として都市計画法に定める商業地域内で 

おおむね容積率 700％以上の地域）にあって、銀行、商社等の高層（主と

して８階建以上）の大型オフィスビル、店舗が街区を形成し、かつ敷地規

模が大きい地区 

高 度 商 業 

地区（Ⅱ） 

大都市にあっては都心又は副都心、地方都市にあっては都心地域、小都市

にあっては中心地域等で、容積率の高い地区（都市計画法に定める商業地

域内でおおむね容積率 600％以上の地域）にあって、中高層（主として６

階建以上）の百貨店、専門店舗、金融機関等が連たんする高度小売り商業

地区若しくは事務所等が連たんする高度業務地区又は店舗と事務所が混

在する高度複合商業地区 

普 通 商 業 

地 区 

都市計画法で定める商業地域（おおむね容積率が 600％未満）、近隣商業

地域内、あるいは、第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、準工

業地域内の幹線道路（国県道等）沿いに中低層（主として５階建以下）の

店舗、事務所等が連たんする商業地区で、高度商業地区（Ⅰ、Ⅱ）、繁華

街と比較して資本投下量が少ない地区 

住 

宅 

地 

区 

高 級 住 宅 

地 区 

敷地が広大で、かつ、平均的にみて、一般住宅よりも多額の建築費を要す

る住宅の宅地が連続集中している地区 

普 通 住 宅 

地 区 

主として都市計画法で定める第１種低層住居専用地域、第２種低層住居 

専用地域、第１種中高層住居専用地域、第２種中高層住居専用地域、第１

種住居地域、第２種住居地域、準住居地域及び準工業地域内にあって、主

として居住用家屋が連続している地区 

併 用 住 宅 

地 区 

商業地区の周辺部（主として都市計画法で定める近隣商業地域内）あるい

は第１種住居地域、第２種住居地域、準住居地域、準工業地域内の幹線道

路（国県道等）沿いにあって、戸建て住宅が混在する小規模の店舗、事務

所等の低層利用の建物を中心にマンション等の中層の建物も混在する地

区 



13 

 

 

工 

業 

地 

区 

大 工 場 

地 区 

主として都市計画法で定める準工業地域、工業地域、工業専用地域内で 

敷地規模が 9,000 ㎡を超える工場、倉庫、流通センター、研究開発施設等

が集中（３画地以上）している地区、あるいは単独で３ha 以上の敷地規

模のある画地によって形成される地区。工業団地、流通業務団地等におい

ては、１画地の平均規模が 9,000 ㎡以上の団地は大工場に該当する。 

中 小 工 場 

地 区 

主として都市計画法で定める準工業地域、工業地域、工業専用地域内で 

敷地規模が 9,000 ㎡程度までの工場、倉庫、流通センター、研究開発施設

等が集中している地区 

家 内 工 業 

地 区 

主として家内工業者の居住する地区をいい、おおむね都市計画法で規定 

する準工業地域、第１種住居地域、第２種住居地域又は準住居地域内で、  

主として家内工業を営む建物の敷地が 300 ㎡程度までの工場が集中して

いる地区 

観 光 地 区 
温泉街地区、門前仲見世地区、名勝地区、海水浴場地区等で一般の商業  

地区とは若干その性格を異にする地区 

※用途地区と都市計画法上の用途地域の関係 

固定資産評価の用途地区区分と都市計画法上の用途地域との関係については、都市計

画法上の用途地域は、土地の利用に一定の制限を加えることによって都市環境の維持及

び機能を高めるためのものである。一方、固定資産評価上の用途地区は、現実の利用状

況により区分されるものであり、都市計画法における用途地域と必ず一致するものでは

ない。しかしながら、宅地の価格事情は、土地利用の制限を伴う都市計画法上の用途指

定の影響を受けることが十分考えられることから、用途地区区分を行う際にはこれとの

関連性についても配慮する必要がある。 

 

本市においては、評価基準に基づき、本市の地域特性を考慮して次のとおり用途地区を

認定する。 

 

（表２）本市の用途地区区分とその概要 

設定用途地区区分 概  要 

高 度 商 業 地 区 

都市計画法上の用途地域が商業地域に指定され、容積率 600％以上かつ

店舗等の立地率も 100％以上で、百貨店、専門店が立地する繁華性の高

い地域に設定する。該当する地域は、郡山駅前地域を中心に設定する。 

普 通 商 業 地 区 

高度商業地区とする郡山駅前を基準に隣接する商業地域に設定する。 

商業地域の連たん性が増加すると認められる国道、県道等の地域間幹線

道路については、基礎資料、航空写真、現地調査等により確認し、必要

に応じて普通商業地区と設定する。 

併 用 住 宅 地 区 

住宅と店舗等が混在する地域で、店舗等の立地密度が 30％～60％程度

の繁華性にやや欠ける地区を併用住宅地区と設定する。国道、県道等の

地域間幹線道路に沿接する地域で商業地として転用可能性の認められ

る地区については、状況に応じて併用住宅地区と設定する。 

普 通 住 宅 地 区 
市街化区域内で高度商業地区、普通商業地区、併用住宅地区、大工場地

区、中小工場地区、観光地区以外を普通住宅地区として設定する。 

大 工 場 地 区 
都市計画法上の用途地域が工業地域又は工業専用地域で、敷地規模が３

ha 以上の一団の土地を基準として区分する。 

中 小 工 場 地 区 

都市計画法上の用途地域が工業専用地域又は準工業地域で、工場立地密

度が高い地域又は工業団地の計画予定地若しくは少数工場で中小工場

地区を形成していると認められる地区を中小工場地区と設定する。 

観 光 地 区 
磐梯熱海地区について、宿泊施設の規模、年間利用者数（入湯客数）等

を考慮して設定する。 
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（２）状況類似地域の区分 

ア 区分した用途地区をさらに、街路条件、交通接近条件、環境条件、行政的条件からみ

て相当に相違する地区ごとに区分する。この区分（細分化）された地域を状況類似地域

という。 

令和６年度評価替えにおいて設定した状況類似地域は、次のとおりである。 

状況類似地域総数 内訳 

1,024 地点 
市街化区域 779 地点 

市街化区域以外 245 地点 

イ 区分基準 

区分に当たっては、次の区分基準に基づき用途地区別に価格形成要因がおおむね同等

と認められる地域ごとに区分する。 

 

【商業地区】 

 項 目 細項目 内     容 

街 

路 

条 

件 

街路の状態 

幅員 

地区、規模、業種別等の特性により適正な街路の幅員

が異なるので、これらの特性を持つ地区に要請される

幅員との整合性 

舗装 舗装の種別、維持補修の程度 

歩道 歩道の幅員、維持補修の程度 

系統及び 

連続性 

背後地、交通施設等との関連から客足の流れの性格及

び商品等の搬出入に関する利便性の程度 

街区の状態 

街区の 

整然性 

配置、規模等、商業の集団的機能が効率的に発揮でき

る態様の程度 

街区の施設 

の状態 

小公園、街路樹、街灯、植栽等の都市施設の整備の状

態 

交
通
接
近
条
件 

顧客の交通 

手段の状態 

最寄駅への 

接近性 

商業地区の中心地と最寄駅との接近の程度 

駐車場の 

整備状態 

顧客用、業務用駐車場の整備の状態等による駐車の便

否の程度 

最寄駅の 

乗降客数 

最寄駅の乗降客数とそれの対象地域への流入量の状

態 

環 

境 

条 

件 
経済施設の 

配置 

デパート、

大型店の

数、延面積 

デパート、大型店の数及びその延面積の比較を基本

に、販売商品の種類、品等、販売方法、顧客数等店舗

の性格を考慮した収益性の優劣 

競争の状態

と経営者の

創意と意欲 

店舗の 

協業化 

共同ビル、アーケード街等の建設又は仕入れ、販売方

法等の協業化による優位の程度 

高度利用 建物の高層化、店舗の拡張等の程度 

繁華性の 

程度 

顧客の 

通行量 

接面街路の徒歩客の１日の全通行量、時間帯別通行量

及びその増減の幅、傾向等による顧客の通行の状況 

店舗の 

連たん 

店舗の連たんの程度 

行 

政 

的 

条 

件 

公法上の 

規制 

容積制限に 

よる規制 

当該容積率と地域の標準的使用の容積率との差 

高さ制限に 

よる規制 

都市計画で定められた高さの制限により、建物の利用

に与える影響 

防火地域等

の指定 

防火地域又は準防火地域の指定による地域の建物の

不燃化、ビル化 

その他の 

規制 

その他の規制による商業の利便の増減の程度 
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【住宅地区】 

 項 目 細項目 内     容 

街 

路 

条 

件 

街 路 の 幅

員・舗装等

の状態 

幅員 地区内の標準的な街路の幅員 

舗装 舗装率・維持補修の程度 

配置 街路の配置の状態 

系統及び 

連続性 

幹線道路との系統及び連続性・交通の円滑の程度 

交 

通 

接 

近 

条 

件 

中心市街地

との距離及

び交通施設

の状態 

最寄駅への 

接近性 

地域の標準的な社会経済的最寄駅への接近性（道路に

沿った最短距離・バス路線の有無、バスの運行回数） 

最寄駅から

中心市街地

への接近性 

最寄駅から居住者が勤務する事務所、工場等が立地す

る経済中心地たる中心市街地への接近性 

商店街の 

配置状況 

最寄商店街 

への接近性 

通常、一般的に利用されている日常生活の需要を満た

すに足りる最寄商店街への接近性 

最寄商店街

の性格 

最寄商店街の性格 

学校、公園、

病院等の配

置の状態 

小学校、公

園、病院等 

公共利便施設の配置の状態（各施設の位置関係、集中

の度合及び日常の利便性等） 

環 

境 

条 

件 

地勢、地盤

等の自然的

環境の良否 

眺望、景観、

地勢、地盤 

眺望、景観、地勢、地盤等自然的環境の良否の程度 

各画地の面

積、配置及

び利用の 

状態 

画地の標準

的面積 

画地の標準的な面積 

画地の配置

の状態 

各画地の配置の状態 

土地の 

利用度 

建物の疎密度等の各画地の利用の度合い 

周辺の利用 各画地の利用の状態、状況 

上下水道、

ガス等の供

給処理施設

の状態 

上水道 上水道施設の整備状態 

下水道 下水道施設の整備状態 

都市ガス等 
都市ガス施設等の整備状態 

変電所、汚

水処理場等

危険施設、

処理施設 

変電所、ガ

スタンク、

汚 水 処 理

場、焼却場

等 

危険施設又は処理施設等の有無及びそれらの配置の

状態等に基づく危険性あるいは悪影響の度合い 

行 

政 

的 

条 

件 

土地の利用

に関する公

法上の規制

程度 

用途地域及

びその他の

地域、地区

等の規制 

 

用途地域及びその他の地域、地区等による土地の利用

方法に関する公法上の規制の程度 

 



16 

 

【工業地区】 

 項 目 細項目 内     容 

街 

路 

条 

件 

街 路 の 幅

員・舗装等

の状態 

幅員 地区内の標準的な街路の幅員 

舗装 舗装種別、舗装率・維持補修の程度 

配置 街路の配置の状態 

系統及び 

連続性 

主要幹線道路への系統及び連続性 

交 

通 

接 

近 

条 

件 

仕入販売市

場との位置

関係 

中心市街地

への接近性 

地域内の標準的な最寄駅の中心市街地への接近性 

輸送施設の 

整備の状況 

高速道路 

ＩＣへの 

接近性 

高速道路インターチェンジへの接近性 

労働力の 

確保の難易 

主要交通 

機関との 

接近性 

従業員の通勤等主要交通機関との接近性及び労働力

の確保の難易等 

関連産業 

との位置 

関連産業と

の位置関係 

関連産業との位置関係 

行
政
的
条
件 

行政上の 

助成 

及び規制 

の程度 

助成 
行政上の助成、工場誘致のための特典等の程度 

規制 
用途地域及びその他の地域、地区等による土地の利用

方法に関する公法上の規制の程度 

（３）主要な街路の選定 

街路とは、通常道路の一部である交差点から交差点までをいうものであり、それぞれ

の状況類似地域内に「主要な街路」を１か所選定する。主要な街路は、路線価を付設す

る際に拠点となるものである。主要な街路以外は全て「その他の街路」となる。 

主要な街路は、次のような点を考慮して選定する。 

ア 標準的な街路の選定 

状況類似地域内において、街路の状況や価格事情が標準的で、宅地評価の指標となる

街路を選定する。具体的には、道路幅員、交通接近、土地の利用状況、価格事情などが

標準的な街路を選定する。 

イ 地価公示地、県地価調査地の街路を選定 

地価公示地等を標準宅地として活用する場合は、状況類似地域内での位置、地価公示

地点の鑑定評価書に記載されている形状、接面道路の状況、標準的使用及び規模などに

ついて十分に把握し判断する。また、地価公示地等の選定替えや廃止もあるので注意し

て選定する。 

ウ 例外 

商業地区においては、上記にかかわらず、その他の街路の路線価を算定するに当たっ

て必要と認められるときは、路線価が最も高くなると想定される街路（駅への最接近街

路や最も繁華性の高い街路等）を選定する。 

（４）標準宅地の選定 

標準宅地は次の条件に基づき「主要な街路」に沿接する宅地の中から、奥行、間口、

形状など、状況類似地域内において標準的な宅地を選定する。選定に当たっては、評価

基準別表第３（画地計算法）の奥行価格補正、二方路線影響加算率等を必要としない宅

地とし、おおむね次のような基準で、標準宅地を選定する。 

ア 用途地区の用途と同一用途に供されている宅地。 

イ 整形地で一方のみの街路に接している宅地で、画地計算法の奥行価格補正率が 1.0 で

あり、その他の補正率、加算率の適用がない宅地。 

ウ 都市計画施設予定地など、土地利用の制限などにより価格に影響を受ける宅地は選定
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しない。 

エ 周辺の他の状況類似地域と価格の整合がとれている宅地。 

オ 土地の利用状況により、主要な街路に標準宅地として適切なものがない場合は、その

他の街路を主要な街路として見直す。その際は、価格の整合に注意する。 

（５）基準宅地の選定 

全国の市町村において市町村間の評価の均衡を図るため、最高の路線価を付設した街

路の標準宅地を基準宅地として選定する。 

令和６年度評価替えにおける基準宅地は、次のとおりである。 

標準地番号 所  在  地 

J46 郡山市駅前一丁目 112 番 

（６）標準宅地の適正な時価の評定 

標準宅地について、基準年度の初日の属する年の前年の１月１日の地価公示法（昭和

44 年法律第 49 号）による地価公示価格及び鑑定評価価格等を活用し、これらの価格の

７割を目途として、その適正な時価を評定する。 

ア 鑑定評価価格について 

（ア）鑑定評価価格とは、不動産鑑定評価基準等に定める要件を具備する鑑定評価書よ

り算出された価格である。この鑑定評価価格については、担当した固定資産鑑定評

価員に対し、その価格決定理由等について十分に説明を求めるとともに、取引事例

の把握や個別的要因の標準化が適切かどうか、面的なバランスが取れているかどう

かなどについて十分精査する。 

（イ）地価公示価格及び県地価調査価格との均衡並びに鑑定評価価格相互間の均衡を図

るため、必要な意見交換を行う。 

イ 鑑定評価価格の標準化補正について 

（ア）標準宅地の適正な時価は、奥行、間口、形状、道路との位置関係等が当該地域に

おいて標準的な宅地の価格として求められるべきものであるので、当該標準宅地が

角地、二方路線地等であるなど標準化補正の対象となる画地である場合には、当該

画地の鑑定評価価格を標準化補正した後の価格である「標準価格」を活用する。 

（７）路線価の付設 

ア 路線価の意義 

路線価とは、市街地宅地評価法適用区域において、街路に沿接する標準的な画地（標

準画地）の単位地積当たりの価格をいう。 

路線価は、原則として、道路の最小単位である交差点から交差点までの部分 （街路）

を１つの単位として付設する。 

路線価は、原則評点数の上３桁を有効数値とし、１万円未満の場合は 100 円未満を切

り捨てる。 

イ 主要な街路の路線価の付設 

主要な街路の路線価は、標準宅地の 1 ㎡当たりの適正な時価に基づき付設するもので

あり、適正な時価を 1 ㎡当たりの評点数として付設する。 

          

標準宅地の 1 ㎡当たりの適正な時価 ＝ 主要な街路の路線価 

 

ウ その他の街路の路線価の付設 

（ア）路線価付設の基本 

その他の街路について付設する路線価は、同一状況類似地域内の主要な街路の路

線価を基礎とし、主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接する宅地と

の間における街路の状況、公共施設等の接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の

利用上の便等の相違を総合的に考慮して付設する。 

（イ）路線価付設の手順 

その他の街路の路線価の具体的な付設の方法は、次の手順による。 

ａ  各状況類似地域内における主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接
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する宅地との間における街路の状況、公共施設等の接近の状況等の相違を把握する。 

ｂ ａで把握した相違に基づいて、別に定める路線価等付設比準表における比準項目

一覧表の比準項目について比較を行い、比準項目ごとの格差率を求める。 

ｃ ａで把握した相違が、比準項目一覧表所定の比準項目以外の要因により生じてい

ると認められる場合には、路線価等付設比準表におけるその他の要因一覧表の比準

項目から、相違が生じていると認められる項目について比較を行い、その項目の格

差率を求める。 

ｄ ｂ及びｃで求めた格差率を合計し、合計した格差率を基に、次の算式によって求

めた額により、その他の街路の路線価を付設する。 

 

                 100 ± 合計格差率 

     主要な街路の路線価 ×   

                        100 

 

ｅ 路線価の連続性、隣接する状況類似地域の路線価との均衡等を確保するため、必

要がある場合には、ｄの算式によって求めた額について調整を行い、その他の街路

の路線価を付設することができる。 

（８）路線価付設上の留意事項 

ア １つの街路に沿接する宅地は、一般的には街路の両側にあり、それらの状況は通常の

場合大差はないものである。しかし、街路の両側において用途地区が異なる等により価

格事情が著しく異なる場合、また、高度商業地区等にある幅員の広い街路に沿接する宅

地等、街路の両側の用途地区が同じ場合であっても、価格事情が著しく異なる場合等、

同一の街路に沿接する宅地間の評価の均衡上必要な場合には、街路の両側等でそれぞれ

の価格事情に応じた路線価（「二重路線価」という。）を付設して評価の均衡を図るも

のとする。 

イ 宅地の価格は、高度商業地区等市街地の中心部から周辺部に向かって逓減する傾向に

あり、また、中心部付近では急激に逓減し、周辺部では緩やかに逓減するのが一般的傾

向である。こうした傾向から、中心部の高度商業地区等において１つの街路に沿接する

宅地であっても各宅地間相互の価格事情が著しく異なると認められるような場合にあっ

ては、一の街路を２以上の付設単位に分割して路線価を付設し、評価の均衡を図るもの

とする。 

ウ 市町村境付近に所在する路線価の付設に当たっては、必要に応じ関係市町村と協議の

上、路線価の均衡を図るものとする。 

エ 公的土地評価の相互の均衡化・適正化の見地から、所轄の税務署の資産評価担当部門

と協議を行い、相続税路線価等との均衡を図るものとする。 

オ 主要な街路の路線価からその他の街路の路線価を求めるに当たって、その他の要因を

適用する場合には、周辺のその他の街路との均衡に留意するものとする。 

カ 路線価は、公道（道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第２条及び第３条に規定する道路

をいう。ただし、高速自動車国道は除く。）のみならず私道（公道以外で私人の所有に

属し、交通・通行の用に供されている道路をいう。）にも付設する場合がある。具体的

には、次に掲げるような私道には路線価を付設する。 

（ア）都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法（昭和 44 年法律第 38 号）等による

幅員４ｍ以上の道路 

（イ）建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）施行日（昭和 25 年 11 月 23 日）に、既に

あった幅員４ｍ以上の道路 

（ウ）道路位置指定を受けた幅員４ｍ以上の道路 

（エ）幅員４ｍ未満の道路にあっては、建築基準法施行日以前から建築物が並んでいる

幅員４ｍ未満の道路で市長の指定するもの 

（オ）上記以外の私道で、その沿接する宅地の評価と付近の宅地の評価との均衡上路線

価を付設する必要があると認められる道路 
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３ 画地計算法（市街地宅地評価法適用地区） 

（１）画地計算法の意義 

画地計算法とは、路線価を基礎として当該路線に沿接する各画地について、それぞれ

の画地の奥行、間口、街路との状況等が宅地の価格に及ぼす影響を、標準画地のこれら

の状況と比較するものである。 

この場合において、宅地の状況に応じ、必要があるときは、「画地計算法」の附表等

により所要の補正をして、これを適用することができる。 

（２）画地計算法の原則 

ア 画地の１ｍ2 当たり評点数の単位は１点とする。 

イ 画地計算法は、画地の状況に応じて定められた１又は複数の計算法を適用して求める。 

ウ 数筆を一画地として評価した場合の各筆の評点数は、原則として当該画地の総地積に

対する各筆地積の割合に応じて、総評点数を配分する。 

（３）画地の認定 

ア 画地認定の原則 

画地の認定は、原則として土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録された１筆の宅

地を一画地とする。  

イ 画地認定の例外 

１筆の宅地又は隣接する２筆以上の宅地について、その形状、利用状況からみて、こ

れを一体をなしていると認められる部分に区分し、又はこれらを合わせる必要がある場

合においては、筆界の如何にかかわらず、その一体をなしている部分の宅地ごとに一画

地とする。 

    （具体例） 

（ア）隣接する２筆以上の宅地について、建物の有無又はその所在の位置に関係なく塀

その他の囲いにより一体として利用されている場合。 

（イ）隣接する２筆以上の宅地にまたがり、１個又は数個の建物が存在し、一体として

利用されている場合。 

（ウ）１筆の宅地について、一体として利用されていない場合。 

（エ）隣接する２筆以上の宅地について、それらの筆ごとに１個又は数個の建物があり、

建物が一体として利用されている場合。 

（オ）隣接する２筆以上の宅地について、一体として利用されている場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ア）の例：原材料置場等のある広い工場敷地 

ｂ 

ビ ル 

ａ 

ｃ ｄ 

道 路 

（イ）の例：ビル敷地 

工場 

塀 

工場の外は資材置場 

ａ ｂ 

ｃ ｄ 

道 路 
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（４）画地計算法の種類の概要 

ア 画地計算法の種類 

次の各計算方式を、それぞれの画地の立地条件に応じて適用する。 

（ア）奥行価格補正割合法 

（イ）側方路線影響加算法 

（ウ）二方路線影響加算法 

（エ）不整形地、無道路地、間口が狭小な宅地等評点算出法 

イ 画地計算の適用区分 

画地の状況 計算方法の名称 補正率の名称 

奥行 

普通地 

奥行価格補正割合法 奥行価格補正率 奥行短小な画地 

奥行長大な画地 

奥行距離 

間口距離 間口が狭小な宅地等評点算出法 
奥行長大補正率 

間口 間口狭小な画地 間口狭小補正率 

形状 

三角地 

不整形地評点算出法 不整形地補正率 逆三角地 

不整形地 

街路

との

状況 

角地 側方路線影響加算法 側方路線影響加算率 

裏路線のある画地 二方路線影響加算法 二方路線影響加算率 

三方に路線のある画地 側方路線影響加算法 

二方路線影響加算法 

側方路線影響加算率 

二方路線影響加算率 四方に路線のある画地 

無道路地 無道路地の評点算出法 

奥行価格補正率 

通路開設補正率 

無道路地補正率 

その他 が け 地 間口が狭小な宅地等評点算出法 がけ地等補正率 

（ウ）の例：居宅と貸駐車場 （エ）の例：建物の多い工場敷地 

工場１ 

ｂ ａ 

ｃ 

道 路 

工場２ 

居 宅 

道 路 

ａ 

ｂ 

道 

路 

（オ）の例：居宅 

居 宅 

ｂ 

ａ 

道 路 
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（５）用語の意義 

ア 間口 

画地の路線に接する部分をいう。 

イ 間口距離 

間口の長さをいう。ただし、角地又は準角地の場合を除き、間口が折線等の場合には、

間口の両端の距離を間口距離とみなすことができる。（図ｈ参照） 

なお、隅切りされた宅地等の場合については、隅切りがないものとした間口の両端の

距離を間口距離とする。（図ｃ参照） 

間口が接する路線に屈曲がある場合はおおむね 150 度（画地が接する側の角度）を基

準とし、150 度以上の屈曲度であれば画地の両端を結ぶ直線を間口とし、これより屈曲

度が小さい場合は屈曲部から画地界までの距離の長い方を間口とする。（図ｉ参照） 

ウ 奥行 

路線から測定した画地の深さをいう。 

エ 奥行距離 

（ア）画地の奥行距離は、間口線より垂線を発生させ画地の最深部まで測定した距離を

いう。 

また、奥行距離が一様でない不整形地については、具体的には不整形地に係る想

定整形地（評価対象画地を囲む、正面路線に面する矩形又は正方形の土地をいう。

以下同じ。）の奥行距離を限度として、その画地の地積をその間口距離で除した値と

計測した奥行距離を比較し、短い方を採用する。 

（イ）側方路線及び裏路線からみた場合の奥行距離は、当該側方路線及び裏路線を正面

路線とした場合における垂直的な奥行距離又は平均的な奥行距離（奥行距離が一様

でない場合）による。この場合において、平均的な奥行距離を測定するための間口

は、当該画地が当該側方路線及び裏路線に接する部分をいう。 

※ただし、平成８年度までの評価については、基本的に間口の中点から画地の最深部

までを奥行距離とする。（図ｋ、ｌ、ｍ参照） 

 

※間口、奥行の計測方法の具体例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間口 奥行 （計算奥行 ＝       ） 
間口距離 

地積 

ｂ ａ ｃ 

※間口距離＝ａ＋ｂ 

ｅ ｆ ｄ 

ａ 
ｂ 
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オ 角地 

角地とは、２つの異なる系統の路線の交差する角に位置し、当該２路線のいずれにも

接している画地である。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ａ及びｂはいずれも角地である。 

ａ ｂ 

ｊ 

平成８年度までの

評価における奥行 

ｋ ｌ ｍ 

70 度未満 

ｇ ｈ ｉ 

150 度未満 

※間口距離＝ａ＋ｂ 

ａ ｂ 

※    と   を比較し 

長い方を間口とする 
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カ 準角地 

準角地とは、一系統の路線の屈折部の内部に位置し、当該路線にＬ字形に接している

画地をいう。ただし、屈折部の内側の角度が大きい場合には準角地とは認定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キ 二方路線地 

二方路線地とは、２つの路線にはさまれた画地をいう。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

※ａ、ｂ及びｃはいずれも二方路線地である。 

 

ク 三方路線地 

三方路線地とは、３つの異なる系統の路線が形成する２つの交差する角に位置し、当

該路線のいずれにも接する画地をいう。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ａは三方路線地であるが、ｂは三方路線地とはいわない。角地である。 

 

※ａは準角地であるが、ｂ及びｃは準角地とはいわない。 

ａ ｂ ｃ 

150度以上 

ａ ｂ ｃ 

ｂ ａ 
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ケ 四方路線地 

四方路線地とは、４つの異なる系統の路線が形成する４つの交差する角に位置し、当

該路線のいずれにも接する画地をいう。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※ａは四方路線地であるが、ｂは三方路線地であり、ｃは二方路線地である。 

 

コ 正面路線 

正面路線とは、二方以上の路線地において、原則として路線価が高い方の路線をいう。

路線価が同じである場合には、間口が大きい方をいう。 

ただし、路線価が近似する場合で、利用状況からみて実態に即応させる必要があると

き、又は、路線価が高い方を正面路線とすることによって付近の土地の評価と均衡を失

することとなるときには、路線価の低い方を正面路線とすることも差し支えない。 

サ 側方路線 

側方路線とは、角地及び準角地において、側方の間口が接する路線をいう。 

シ 裏路線 

裏路線とは、二方路線地において、裏面の間口が接する路線をいう。 
（６）路線のとり方 

ア 正面路線のとり方 

側方加算又は二方加算において、正面路線は原則として、路線価の高い方、路線価が

等しい場合は間口の広い方とする。ただし、次の条件の場合は例外として低い路線価を

正面路線とすることも差し支えない。 

（ア）２以上の路線価の異なる路線と接する画地の場合には、当該画地の利用状況及び

その隣接する他の画地との評価の均衡等を考慮して、画地計算法を適用した後の１

㎡の評点数が高い方の路線を正面とする。 

（イ）２以上の路線価の異なる路線と接する画地で、正面路線とした方の路線と１ｍ以

上の高低差をもって接している場合には、他の路線を正面とする。この場合、側方

加算又は二方加算は行わない。 

（ウ）２以上の路線価の異なる路線と接する画地で、正面路線とした方の間口長が２ｍ

未満の場合には、他の路線を正面とする。この場合、側方加算又は二方加算は行わ

ない。 

イ 無道路地の正面路線のとり方 

無道路地を利用する場合において、その利用上、最も合理的であると認められる路線

のとり方は、原則として、実際に利用している路線とする。また、利用している路線が

不明の場合は、最も距離の近い路線を正面路線とする。 

（７）間口距離及び奥行距離の測定方法 

間口距離及び奥行距離の測定は、原則として公図（土地区画整理事業中の地域で、仮

換地課税実施地域内の宅地にあっては仮換地図）により、計測することとする。また、

地番現況図、航空写真図等も活用する。 

（８）画地計算法の適用方法 

ア 奥行価格補正割合法 

宅地の価額は、道路からの奥行が長くなるにしたがって、また、奥行が著しく短くな

ａ ｂ ｃ 
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るにしたがって逓減する傾向にある。 

奥行価格補正割合法は、正面路線の路線価に当該画地の奥行距離に応じ「奥行価格補

正率表」（附表１）によって求めた当該画地の奥行価格補正率を乗じて単位地積当たり

の評点数（以下「基本１㎡当たり評点数」という。）を求め、これに当該画地の地積を

乗じてその評点数を求めるものである。 

 

（算式）※正面路線のみで、不整形補正率がない場合 

 

   

 

 

  

 

  ※端数処理は、基本１㎡当たり評点数計算、加算１㎡当たり評点数計算、各種補正率連乗後

は小数点以下を四捨五入、評点数計算時（地積乗及び地目比準割合乗）は小数点以下を切

り捨てとする。（以下同様とする。）   

※奥行長大補正率及び間口狭小補正率については、後述の「キ 間口が狭小な宅地等評点算

出法」を参照。 

（計算例１） 

  

×
＝ 6,208,000

地積

20m

普通商業地区

路 線 価  1 0 , 0 0 0

評点数 ＝ 9,700

評点数

正面路線価 奥行価格補正率
１㎡当たり

＝ 10,000 × 0.97 ＝ 9,700

基本１㎡当たり

評点数

基本

32m

640

640 ㎡

 
  （計算例２）  

  

30ｍ
9ｍ

9,700評点数

地積

評点数 ＝ 9,700 × 270 ＝

正面路線価 奥行価格補正率

2,619,000

0.97 ＝

基本１㎡当たり

評点数

270 ㎡

１㎡当たり
＝ 10,000

基本

普通商業地区

路 線 価  1 0 , 0 0 0
×

 
 

イ 側方路線影響加算法 

正面と側方に路線のある画地（以下「角地」という。）の価額は、一方においてのみ

路線に接する画地に比べ、利用間口が広くなり宅地としての利用価値が増加することか

ら、この利用価値の増加分だけ高く評価するのが側方路線影響加算法である。 

角地については、当該角地の正面路線から計算した基本１㎡当たり評点数に、側方路

線影響加算率によって補正する１㎡当たりの評点数を加算して１㎡当たりの評点数を

求め、これに当該画地の地積を乗じてその評点数を求めるものとする。 

この場合において加算すべき１㎡当たりの評点数は、側方路線を正面路線とみなして

計算した１㎡当たり評点数に「側方路線影響加算率表」（附表２）によって求めた側方

＝ × × × 
基本１ｍ2 当たり 

評点数 
路線価 

奥行価格 

補正率 

奥行長大 

補正率 

間口狭小 

補正率 

評点数  ＝ 基本１ｍ2 当たり評点数  ×  地積 
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路線影響加算率を乗じて求めた１㎡当たりの評点数によるものとする。 

この際、奥行距離に応じて、正面、側方双方の路線に「奥行価格補正率表」（附表１）

によって求めた奥行価格補正率を更に乗じて評点数を求めるものとする。 

なお、側方路線が正面路線の属する用途と違う場合は、原則として正面路線の属する

用途地区の補正率及び加算率とする。 

また、側方路線が極めて狭小な場合、その土地と相当程度の高低差をもって接してい

る場合、側方路線との間に幅のある水路を介在する場合等、側方路線があってもその土

地の利用価値の増加が見込まれない場合は加算を行わない。 

 

（算式） 

   

 

 

 

 

 

（計算例１） 

9,300評点数

×

9,921１㎡当たり

評点数
＝

評点数 9,921 1,280 12,698,880

側方影響加算率

角地

0.08 ＝ 621

＝

1,280 ㎡

40ｍ

奥行価格補正率

32ｍ

＝

側方路線価

8,000 ×

奥行価格補正率

0.97１㎡当たり

側方路線加算

地積

621＋

評点数
＝

１㎡当たり
＝ 10,000 × 0.93

正面路線価基本

9,300

１㎡当たり評点数

普通商業地区

路線価　10,000

＝＝ ×

路
線

価
8
,0
0
0

 
（計算例２） 

普通商業地区

16,089,600× 1,600

＝ 9,700 ＋ 356

側方路線加算 側方路線価 奥行価格補正率
１㎡当たり

評点数

評点数 ＝

１㎡当たり評点数 地積

＝ 10,056

側方影響加算率

準角地

＝
１㎡当たり

＝ 10,000 × 0.97

356評点数

9,700評点数

正面路線価 奥行価格補正率

× 0.04＝ 10,000 × 0.89 ＝

路線価　10,000

1,600 ㎡

基本

１㎡当たり

32ｍ

10,056

50ｍ

＝

 
 

ウ 二方路線影響加算法 

正面と裏面に路線のある画地（以下「二方路線地」という。）は、角地ほど利用価値

は高くないが、一方においてのみ路線に接する画地に比べ裏面に間口を有する点で優れ

ており、この利用価値の増加分だけ高く評価するのが、二方路線影響加算法である。 

二方路線地については、正面路線から計算した基本１㎡当たり評点数に、二方路線影

響加算率によって補正する１㎡当たりの評点数を加算して１㎡当たりの評点数を求め、

これに当該画地の地積を乗じて評点数を求めるものとする。 

この場合において、加算すべき１㎡当たりの評点数は、裏路線を正面路線とみなして

計算した１㎡当たりの評点数を「二方路線影響加算率表」（附表３）によって求めた二

方路線影響加算率によって補正する評点数によるものとする。 

評点数 ＝（基本１ｍ2 当たり評点数＋側方路線加算１ｍ2 当たり評点数） × 地積 

側方 

路線価 
＝ 

側方路線加算 

１ｍ2 当たり評点数 

奥行価格 

補正率 

側方影響 

加算率 
× × 
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この際、奥行距離に応じて、正面、裏面双方の路線に「奥行価格補正率表」（附表１）

によって求めた奥行価格補正率を更に乗じて評点数を求めるものとする。 

なお、二方路線が正面路線の属する用途と違う場合は、原則として二方路線の属する

用途地区の奥行価格補正率及び二方路線影響加算率とする。 

また、二方路線が極めて狭小な場合、その土地と相当程度の高低差をもって接してい

る場合、二方路線との間に幅のある水路を介在する場合等、二方路線があってもその土

地の利用価値の増加が見込まれない場合は加算を行わない。 

 

（算式） 

 

 

 

 

 

 

（計算例１） 

  

＝

普通商業地区

路 線 価 　 1 0 , 0 0 0

正面路線価基本

二方路線加算

×

奥行価格補正率

0.979,000
二 方 影 響 加 算 率

路 線 価 　 9 , 0 0 0

１ ㎡ 当 た り 評 点 数地積

評点数 ＝ 10,137 × 700

20ｍ

＝

×

35ｍ

評点数

700 ㎡

0.05

評点数 9,700

＝

二方路線価

奥行価格補正率
１㎡当たり

＝ 10,000 × 0.97

7,095,900

１㎡当たり
＝ 437

１㎡当たり
＝ 9,700 ＋ 437 ＝ 10,137評点数

 
（計算例２） 

   

＝ ＞

＝ ＞

11,400,0001,200 ㎡

( )

( )

１㎡当たり
＝ 9,100 ＋ 400 ＝ 9,500評点数

１㎡当たり評点数 地積

＝

路線価　10,000

400＝

二方影響加算率

× 0.91 ＝ 9,100評点数

二方路線加算

１㎡当たり

評点数

二方路線価

8,000 × 1.00 × 0.05
奥行価格補正率

１㎡当たり
＝ 10,000

普通商業地区 正面路線価

30ｍ

評点数 ＝ 9,500 × 1,200 ＝

30ｍ

20ｍ

奥行
←

45ｍ
二方計算奥行

奥行
←

正面計算奥行
４５ｍ （1200㎡÷20ｍ） ６０ｍ

想定整形奥行
３０ｍ （1200㎡÷30ｍ） ４０ｍ ３０ｍ

基本

想定整形奥行
４５ｍ

奥行価格補正率

路
線

価
8
,0
0
0

 
※計算奥行（総画地地積÷間口距離）は、小数点以下切捨てとする。（以下同様とする。） 

 

エ 三方又は四方において路線に接する画地の評点算出法 

三方路線地又は四方路線地は、街路に接する面が増加しその利用価値が増加すること

から、側方路線影響加算法（角地及び準角地に適用する）及び二方路線影響加算法（二

方路線地に適用）を併用して当該画地の１㎡当たり評点数を求め、これに当該画地の地

積を乗じてその評点数を求めるものとする。 

この場合、画地の接する路線の系統、性質に応じて当該画地に係る評点数の算出方法

を判定しなければならない。 

評点数 ＝（基本１ｍ2 当たり評点数＋二方路線加算１ｍ2 当たり評点数） × 地積 

二方路線 

影響加算率 

奥行価格 

補正率 

二方 

路線価 
× × ＝ 

二方路線加算 

１ｍ2 当たり評点数 
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（計算例１） 

  
× ＝ 7,565,600

＋ 388 ＝
700 ㎡

評点数

× 0.05 ＝

１ ㎡ 当 た り 評 点 数地積

評点数 ＝ 10,808 700

388評点数

１㎡当たり
＝ 9,700 ＋ 720

路 線 価 　 8 , 0 0 0
１㎡当たり

＝ 8,000 × 0.97

10,808

＝ 720評点数

二 方 路 線 加 算二方路線価 奥行価格補正率 二 方 路 線 影 響 加 算 率

奥行価格補正率 角地
１㎡当たり

＝ 9,000 × 1.00 × 0.08

＝ 9,700評点数

20ｍ 側 方 路 線 影 響 加 算 率

3 5 ｍ
側 方 路 線 加 算側方路線価

普通商業地区
正面路線価 奥行価格補正率

路 線 価 　 1 0 , 0 0 0
１㎡当たり

＝ 10,000 × 0.97
基本

路
線

価
9

,
0

0
0

 
（計算例２） 

  
× ＝

0.97

普通商業地区
正面路線価 奥行価格補正率基本

側 方 路 線 加 算側方路線価 奥行価格補正率

＝ 11,640評点数

20ｍ 側 方 路 線 影 響 加 算 率

側方路線加算 側方路線価 奥行価格補正率 角地

路 線 価 　 1 2 , 0 0 0１㎡当たり
＝ 12,000 × 0.97

0.08 ＝ 720
35m 評点数

側 方 路 線 影 響 加 算 率

１㎡当たり
＝ 9,000 × 1.00 ×

角地
１㎡当たり

＝ 8,000 × 1.00 × 0.08 ＝ 640評点数

路 線 価 　 1 0 , 0 0 0二方路線加算 二方路線価 奥行価格補正率 二 方 路 線 影 響 加 算 率

640 ＋ 485 ＝
700 ㎡

評点数

0.05 ＝ 485評点数

１㎡当たり
＝ 11,640 ＋ 720 ＋

×

１ ㎡ 当 た り 評 点 数地積

評点数 ＝ 13,485 700

１㎡当たり
＝ 10,000 ×

13,485

9,439,500

路
線

価
9

,
0

0
0

路
線

価
8

,
0

0
0

 
 

オ 不整形地評点算出法 

不整形地は整形地に比べ画地の全部が十分に利用できないという利用上の制約を受け

るため一般的に価格も低くなるものである。 

この減価分を不整形地補正率により補正し評点数を求めるのが不整形地評点算出法で 

ある。当該不整形地を囲む正面路線に面する矩形又は正方形の土地（以下「想定整形地」

という。）の地積を算出し、蔭地割合を求め、「不整形地補正率表」（附表４）で求め

た不整形地補正率を基本１㎡当たり評点数に乗じて当該不整形地の１㎡当たりの評点

数を求めるものとする。 

この場合において、当該画地が「間口狭小補正率表」（附表５）、「奥行長大補正率

表」（附表６）の適用があるときは、次の（ア）から（オ）の率のうち、いずれか小な

る率を乗じて評点数を求める。ただし、この場合の下限は 0.60 とする。 

（ア）間口狭小補正率 

（イ）奥行長大補正率 

（ウ）間口狭小補正率×奥行長大補正率 

（エ）不整形地補正率×間口狭小補正率 

（オ）不整形地補正率 

 

ａ （算式） 

 

 

 

 

 

 

不整形地 

補正率 

奥行価格 

補正率 
路線価 × × ＝ １ｍ2 当たり評点数 

評点数 ＝ １ｍ2 当たり評点数 × 地積 
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ｂ 不整形地補正率の求め方 

（ａ）不整形地補正率は、評価の対象となる不整形地の用途地区及び蔭地割合によ

って不整形地補正率表（附表４）に当てはめ、適用補正率を判定する。不整形

地補正率表における蔭地割合の求め方は、想定整形地の地積を算出し、次の算

式による。 

 

（算式） 

 

 

 

 

（ｂ）想定整形地は、原則として、評価対象画地を囲む、正面路線に面する矩形又

は正方形の土地のうち最も面積の小さいものをいう。 

（ｃ）評価対象画地の形状が、主となる部分（建物の建築などが行われる部分）と、

帯状となる部分（通路等としてしか利用できない部分）が接続したものとなっ

ている場合で、画地全体を不整形地とすることによって蔭地割合が過大となる

ものについては、全体に不整形地補正率を適用すると付近の宅地の評価と著し

く不均衡を生ずることがある。このような場合には、主となる部分のみで蔭地

割合を判断することができる。 

            

（例）（例）

道　路

主となる部分

帯状部分
 

（ｄ）公図に基づいて計測した１筆の土地の面積と土地登記簿上の地積に著しい差

違があると認められる場合で、かつ当該画地の現況において形状が不整形であ

ると認められる場合には、実測図等の図面がある場合には当該図面をもとにし

て、不整形補正率等を求め、また現地調査に基づく方法によって不整形地補正

率を求めることが望ましい。 
ｃ 想定整形地の地積の求め方 

想定整形地の地積は、次の方法で計測した想定整形間口距離と想定整形奥行距離

を乗じて求める。 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蔭地割合 

（％） 

想定整形地の地積－評価対象画地の地積 
＝ 

想定整形地の地積 
100 × 

        想定整形間口        想定整形地 

        想定整形奥行 
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（計算例１） 

             
＝ × ＝

評点数

1,200 ㎡ - 800 ㎡

基本

基本1㎡当たり

評点数

＝ 9,300

蔭地割合 ＝ × 100

奥行価格補正率正面路線価
１㎡当たり

＝ 10,000

１㎡当たり評点数

＝

8,556 800

地積

＝ 33.3 ％
1,200 ㎡

不整形地補正率

評点数 6,844,800

１㎡当たり
9,300 × 0.92 ＝ 8,556評点数

× 0.93

 
              

 

（計算例２） 

            

× ＝ ＜ ＜

１㎡当たり評点数

0.90

評点数

0.90

＝ 10,000 × 0.97 ×

100

正面路線価 奥行価格補正率

間口狭小補正率

750

間口狭小補正率 不整形地補正率

＝
750 ㎡

㎡ - 250 ㎡
蔭地割合 ＝ ×

小なる率

0.60 ＝ 5,820

0.90 0.60

間口狭小補正率

0.60

地積

66.7

不整形地補正率 不整形地補正率

※補正率の最小値は０．５４であるが、下限が０．６０であるため、小なる率は『０．６０』

1,455,000＝×評点数 ＝ 5,820 250

１㎡当たり

％

0.60 0.54

 
 

想定整形地積 1,200 ｍ2 

800 ｍ2 

路線価 10,000 

普通商業地区 

30ｍ 

20ｍ 

40ｍ 40ｍ 

想定整形地積 750 ㎡ 

250 ｍ2 

路線価 10,000 

30ｍ 

普通住宅地区 

25ｍ 

3ｍ 

25ｍ 
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（計算例３） 

              

＝ ＜

＝ ＜

1,000 ㎡ - 800 ㎡
× 100 ＝ ％

8,002,400＝

＝ 720

)

20.0

× 0.08

10,003

1,000

9,700 ＋ 720 ） × ＝

２５ｍ

不整形地補正率

0.96

４０ｍ

× 0.97 9,700

想定整形奥行

想定整形奥行

側方影響加算率

)

奥行価格補正率

←
正面計算奥行

正面路線価
１㎡当たり

＝ 10,000

３２ｍ （800㎡÷25ｍ） 32ｍ
奥行

当たり評点数

側方路線価
側方加算１㎡

＝ 9,000 × 1.00

(

蔭地割合

２０ｍ （800㎡÷40ｍ）

評点数 ＝ 10,003 ×

評点数

800

＝ （

１㎡当たり評点数 地積

１㎡当たり

( 奥行
←

側方計算奥行
20ｍ

＝

評点数

奥行価格補正率

㎡

＝

基本

 
 

カ 無道路地評点算出法 

無道路地とは、公図等の図面上直接道路に接していない画地であり、出入りが不便で

あること等から、一般的にその利用価値は著しく減少するものであるが、その利用価値

の減少の程度が街路と当該無道路地との位置関係によって異なると考えられることか

ら、当該無道路地の価格の算出に当たって、当該無道路地を利用する場合において、そ

の利用上最も合理的であると認められる路線の路線価に「奥行価格補正率」（附表１）、

無道路地の状態を解消するための諸費用を勘案した「通路開設補正率」（附表８）及び

当該画地が無道路地であることを一律に補正する無道路地補正率（下限 0.60）を乗じて

１㎡当たり評点数を求め、これに当該画地の地積を乗じてその評点数を求める。 

 

（算式） 

 

×
無道路地
補 正 率

×
奥行価格
補 正 率

路線価 ×
通路開設
補 正 率

１㎡当たり
評 点 数

＝
 

 

（計算例１） 

 

路線価　20,000

普通住宅地区

30ｍ

50ｍ

正面路線価 奥行価格補正率

600 ㎡

通路開設補正率 無道路地補正率

１㎡当たり
＝ 20,000 × 0.89 × 0.70 × 0.60 ＝ 7,476評点数

１㎡当たり評点数 地積

評点数 ＝ 7,476 × 600 ＝ 4,485,600

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40ｍ 

路
線

価
9
,
0
0
0
 25ｍ 

40ｍ 

20ｍ 

15ｍ 

路線価 10,000 

普通商業地区 

想定整形地積 1,000 ｍ2 

800 ｍ2 

不整形地 
補 正 率 

× 
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（計算例２） 

 

普通住宅地区

0.60 ＝ 5,607

路線価　15,000
正面路線価 奥行価格補正率 通路開設補正率 無道路地補正率

１㎡当たり
＝ 15,000 × 0.89

30ｍ 評点数

50m 800 ㎡ -

× 0.70 ×

100 ＝ 25.0 ％
800 ㎡

600 ㎡
蔭地割合 ＝ ×

＝ 5,158評点数

想定整形地積 800 ㎡
１㎡当たり評点数 地積

不整形地補正率
40ｍ １㎡当たり

＝ 5,607 × 0.92

3,094,800
600 ㎡

評点数 ＝ 5,158 × 600 ＝

 
※なお、無道路地の認定は、公図等の図面上直接道路に接していない画地であり、出入

口が判然としない場合や全くない場合に無道路地と取扱うものとし、実際の利用状況か

ら道路への出入口がある場合、また、隣接地が同一所有者で自由な利用が可能な場合は

無道路地とは取扱わないことができる。 

 

キ 間口が狭小な宅地等評点算出法 

間口が一定限度以下の狭小な画地又は奥行と間口の関係が不均衡な状態にある画地

は、宅地本来の効用を果たすことが困難となり利用価値が減少することから、当該画地

の評価を行うに当たっては、それぞれ「間口狭小補正率表」（附表５）又は「奥行長大

補正率表」（附表６）によって求めた補正率を乗じて１㎡当たり評点数を求め、これに

当該画地の地積を乗じてその評点数を求める。 

（計算例１） 

  

＝ 27,072
評点数

１ ㎡ 当 た り 評 点 数地積

路 線 価 　 3 0 , 0 0 0

60 ㎡ 1,624,320

奥 行 長 大 補 正 率

１㎡当たり
＝ 30,000 × 1.00 × 0.94 ×

間 口 狭 小 補 正 率

0.96

正面路線価 奥行価格補正率

普通住宅地区

15ｍ

４ｍ

評点数 ＝ 27,072 × 60 ＝

 
（計算例２） 

  

37,248

16,761,600

＝

＝

18ｍ

１㎡当たり

25ｍ 評点数 地積

評点数 ＝ 37,248 × 450
㎡450

間口狭小

補正率

奥行長大

補正率

１㎡当たり
＝ 40,000 × 1.00 × 0.97 × 0.96

路 線 価 　 4 0 , 0 0 0
正面路線価 奥行価格補正率

6ｍ 評点数

普通住宅地区
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ク がけ地等評点算出法 

がけ地等で通常の用に供することができない部分を有する画地の利用価値は、当該部

分を有しない画地に比較して減少することから、当該画地の評価を行うに当たっては、

この減価分を当該画地の総地積に対するがけ地等の部分の割合による「がけ地補正率

表」（附表７）により求めた補正率を乗じて１㎡当たり評点数を求め、これに当該画地

の地積を乗じてその評点数を求める。 

この補正率は、土盛、削土又は土止加工に要する標準経費を念頭において、当該画地

の総地積に対するがけ地等の部分の比率によって表されている。 

（計算例） 

  

17m 9m

23m

がけ地道路

598 ㎡

総地積に対するがけ地等の地積の割合

がけ地地積

総地積
＝

2 3 ｍ × 9 ｍ

598㎡
＝ 0.346

普通住宅地区

正面路線価 奥行価格補正率 がけ地補正率
１㎡当たり

＝ 50,000 × 0.97 × 0.85評点数
＝ 41,225

評点数 ＝

１㎡当たり
評点数

41,225 ×

地積

＝598 24,652,550

路
線

価
5

0
,

0
0

0

 
 

ケ その他の補正 

宅地を評価（その他の宅地評価法適用地区を含む）する上で、価格の低下等の要因が

局地的であることから、その価格事情を路線価や状況類似地区の区分によって価格に反

映させることが困難な場合、その価格事情が特に著しい影響があると認められるとき、

「画地計算法」及び「宅地の比準表」に次の補正を加えて個別の宅地の価格事情に応じ

た評価をする。 

（ア）都市計画施設の予定地に定められた宅地等 

都市計画施設の予定地に定められた宅地は、他の宅地に比べ建築規制等価格低下

の影響を受ける。この減価分を「都市計画施設予定地に定められた宅地等に係る補

正率表」（附表９）により当該宅地に占める都市計画施設予定地の割合に応じて補

正することができる。 

（イ）日照阻害を受ける宅地等 

マンション等中高層の建築物により日照阻害を受ける宅地について、この減価分

を「日照阻害を受ける宅地等に係る補正率表」（附表 10）により日照阻害を受ける

時間の割合に応じて補正することができる。 

（ウ）接面道路との高低差のある宅地等 

画地が接している街路との高低差がある場合、出入りに不便を生じることにより

減価要因となるため、「接面道路との高低差のある宅地等に係る補正率表」（附表

11）によりその減価分を補正することができる。ただし、宅地等の造成の際、接面

道路より意識的に盛土している場合は、快適性に優れており減価要因とならないた

め、原則として補正を適用しないものとする。 

（エ）水路を介在して道路に接する宅地等 

画地が接している道路との間に水路が介在する場合、道路との一体的利便性が減

少するため、「水路を介して道路に接する宅地等に係る補正率表」（附表 12）によ

りその減価分を補正することができる。ただし、水路に連たん的に蓋がある場合に

は、原則として補正を適用しないものとする。 

（オ）接面道路との間に障害施設（横断歩道橋等）が設置されている宅地等 
画地が接している道路との間に横断歩道橋等障害施設が設置されている場合、景

観・見通し等が劣り、人・車等の出入について、接面街路との一体的な利用に不便

が生じるため、「接面道路との間に障害施設（横断歩道橋等）が設置されている宅
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地等に係る補正率表」（附表 13）によりその減価分を補正することができる。 

（カ）土砂災害特別警戒区域にある宅地等 

土砂災害特別警戒区域に指定された区域内にある宅地等は、建築制限等土地利用

に制約を受けるため、「土砂災害特別警戒区域にある宅地等に係る補正率表」（附

表 14）によりその減価分を補正することができる。 

    （キ）急傾斜地崩壊危険区域にある宅地等 

       急傾斜地崩壊危険区域に指定された区域内にある宅地等は、建築制限等土地利用

に制限を受けるため、「急傾斜地崩壊危険区域にある宅地等に係る補正率表」（附

表 15）によりその減価分を補正することができる。 

※土砂災害特別警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域が重複した場合には、原則として補

正の連乗は行わず、いずれか補正率の小さいものを適用する。 

      なお、補正率が同じ場合、一定の開発行為及び居室を有する建築物の構造の規制を

している土砂災害特別警戒区域補正を適用する。 

（ク）地下阻害物、地上阻害物（高圧線を除く）が設置されている宅地等 

宅地内（画地内）に地下阻害物、地上阻害物が設置されている場合は、建築制限

等の土地利用に制約を受けるため、「地下阻害物、地上阻害物（高圧線を除く）が

設置されている宅地等に係る補正率表」（附表 16）によりその減価分を補正するこ

とができる。 

（ケ）高圧線下にある宅地等 

高圧線下にある宅地は、建築制限等の土地利用に制約を受けるため、地役権設定

の登記がある場合、「高圧線下にある宅地等に係る補正率表」（附表 17）によりそ

の減価分を補正することができる。 

（コ）狭隘地 

市街地宅地評価法適用区域で 30 ㎡以下の宅地及び雑種地において、単独の利用

が困難である場合、土地利用の制約を受けるため、その減価分を補正することがで

き、その補正率は 0.70 とする。 

（サ）震災画地補正 

当該宅地が、東日本大震災により被害を受け復旧するまでの期間、この減価分を

「震災画地補正率表(宅地)」（附表 18 の１）により当該面積に占める平成 23 年度

における減免の割合に応じて補正する。なお、一般農地については、「震災画地補

正率表(一般農地)」(附表 18 の２)により、評価基準別表第１の１及び第１の２の

比準表における災害の項目を準用することとする。 

４ その他の宅地評価法 

（１）その他の宅地評価法適用地域の決定 

主として市街地的形態を形成するに至らない地域における宅地の評価は、原則として

「その他の宅地評価法」を適用する。 

なお、区画整理事業地内の宅地等について、市街地宅地評価法の適用が困難な区域は、

市街地宅地評価法による評価が可能になるまでの間、その他の宅地評価法を適用するも

のとする。 

（２）状況類似地区の区分 

状況類似地区は、宅地の沿接する道路の状況、公共施設等の接近状況、家屋の疎密度

その他利用上の便等を総合的に考慮し、おおむねその状況が類似していると認められる

宅地の所在する地区ごとに区分するものである。 

状況類似地区の区分については、評価基準により宅地の利用状況及び利便性を考慮し

て、次に掲げる地区に区分する。 

ア 散在地区（家屋の散在する地域） 

イ 集落地区（農家、漁家等の集落） 

ウ 住宅地区（専用住宅が相当連たんしている地域） 

エ 商業地区（商店が相当連たんしている地域） 

（３）標準宅地の選定 

標準宅地は、状況類似地区内の各筆の宅地の評点数を付設する場合の基準となるもの



35 

 

であり、これを選定することによって、その市町村の基準宅地との評価の均衡及び標準

宅地相互間の均衡を確保しようとするものである。 

標準宅地は、状況類似地区ごとに道路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状等か

らみて標準的と認められるものを選定する。 

具体的には、次のような宅地を選定するものである。 

ア 地価公示地及び県地価調査地 

イ 奥行、間口、形状等が標準的な宅地で、鑑定評価においても各種補正率等の適用がな

い宅地 

（ア）一の道路以外の道路には接していないこと 

（イ）形状が矩形であること 

（ウ）間口が適度な長さであること 

（エ）奥行が適度な長さであること 

（オ）間口と奥行の釣り合いが取れていること 

（カ）その他の比準割合による補正を必要としないこと 

ウ 当該土地の利用目的及び建物の利用状況が当該状況類似地区において標準的な宅地 

（４）標準宅地の評点数の付設 

選定された標準宅地について、地価公示価格、県地価調査価格及び鑑定評価価格等を

活用し、これらの価格の７割を目途として、標準宅地の適正な時価を評定し、評定され

た標準宅地の単位地積当たりの適正な時価に基づき、評点数を付設する。このとき、隣

接する状況類似地区の標準宅地相互間の評価の均衡を考慮しなければならない。 

（５）各筆の評点数の付設 

各筆の宅地の評点数は、標準宅地の１㎡当たりの評点数に各筆の宅地の比準割合を乗

じ、これに各筆の地積を乗じて求める。各筆の比準割合は、一画地の宅地ごとに比準表

を適用して求める。 

ア 比準画地の認定 

各筆の宅地の評点数は、一画地の宅地ごとに宅地の比準割合を適用して求めるものと

する。 

この場合において、一画地は、原則として土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録

された１筆の宅地によるものとする。ただし、１筆の宅地又は隣接する２筆以上の宅地

について、その形状、利用状況等からみて、一体をなしていると認められる部分に区分

し、又はこれらを合わせる必要がある場合においては、その一体をなしている部分ごと

に一画地とする。 

なお、画地の具体的な認定については、「市街化宅地評価法」に準ずるものとする。 

イ 間口 

（ア）間口  

画地の道路に接する部分をいう。 

（イ）間口距離  

画地の道路に接する部分の距離を間口距離とする。ただし、間口が直線でない場

合は、間口の両端を直線で結んだ距離を間口距離とみなすことができる。 

（ウ）優先順位  

間口の認定優先は次のとおりとする。次の認定優先で判断できない場合、現況の

間口を優先する。ただし、補正が最小となるよう考慮する。 

第１優先 道路種別 （ａ）国道 

（ｂ）県道・主要地方道 

（ｃ）市道 

（ｄ）その他道 

第２優先 間口距離 間口距離の長い方を間口とする。 

ウ 奥行 

（ア）奥行  

奥行は、原則として正面の道路に対して垂直で最深部までの距離をいう。  

（イ）奥行距離  
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間口から画地の最深部までの、間口に対する垂直な直線距離を奥行距離として測

定する。ただし、補正が最小となるよう考慮することとし、画地ｃについては、想

定整形の短辺を奥行距離とする。 

エ 不整形地の認定及び不整形補正率の判定 

認定された不整形地について想定整形の地積を算出し、次の算式により「蔭地割合」

を算出する。なお、不整形を判定する画地は、面積が 500 ㎡以下とし、旗竿状の画地に

ついては、竿の部分がその画地の進入するためだけの通路であると判断される場合（例

ｄ）には、蔭地割合は旗にある部分だけで判断する。 

   

 

 

 

オ 間口、奥行の測定方法及び想定整形の取得方法  

その他宅地評価法における間口・奥行の測定方法及び想定整形の取得方法は基本的に

は市街地宅地評価法の方法に準じる。 

ただし、次のａからｄの場合においては、例外とする。 

奥行

想定間口

想定奥行
想定整形

間口

 
ａ ｂ

ｃ ｄ

a

b

 
 

 

カ 比準割合の求め方 

（ア）奥行による比準割合 

比準宅地の奥行距離と標準宅地の奥行距離の相違に応じて、双方の宅地価格の差

異を「奥行による比準割合」（附表 19）により補正する。 

（イ）形状等による比準割合 

比準宅地と標準宅地の形状等の相違による価格差を「形状等による比準割合」（附

表 20、21、22）により補正する。この場合において、次のａからｅの率のうち、い

ずれか小なる率を乗じて評点数を求める。ただし、この場合の下限は 0.60 とする。 

ａ  間口狭小補正割合 

ｂ  奥行長大補正割合 

蔭地割合 

（％） 

想定整形地の地積－評価対象画地の地積 
＝ 

想定整形地の地積 
100 × 

※間口距離＝a＋b 
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ｃ  間口狭小補正割合×奥行長大補正割合 

ｄ  不整形地補正割合 

ｅ  不整形地補正割合×間口狭小補正割合 

キ その他の比準割合 

（ア）同一状況類似地区において、社会的環境により、価格形成に大きな影響を与える

地域の事情を価格に反映させるため、この価格の差異を「その他の比準割合」（附

表 23）により補正する。 

（イ）市街化区域以外に存する宅地及び宅地比準の土地で面積が広大であり、その規模

による格差を反映させる必要があると認められる土地については、敷地（画地）面

積の差異により「その他の比準割合」（附表 24）を適用する。 

ク 各筆の評点数の付設 

以上によって得た比準割合を基に、次の算式によって各筆の評点数を付設する。 

（比準割合算式）  

 

   

  

 

 （比準宅地の評点数の算式） 

 

 

 

 

５ 住宅用地の認定 

法第 349 条の３の２に規定する住宅用地は、次のとおり取扱うこととする。 

（１）住宅用地の範囲 

住宅用地とは、家屋の一部を人の居住の用に供する部分のうち、当該家屋の床面積に

対する居住面積の割合が４分の１以上ある家屋の敷地の用に供している宅地で、家屋の

居住床面積の 10 倍までの面積に相当する土地をいい、家屋の区分及び当該家屋に係る

居住部分の割合に応じ、下表に定める率を敷地面積に乗じて得た面積に相当する土地と

する。 

なお、人の居住の用に供する部分は、別荘の用に供する部分を除くものとする。（地

方税法施行令第 52 条の 11） 

 家  屋 居住部分の割合 住宅用地の率 

ア 専用住宅 全部 1.0 

イ ウ以外の併用住宅 
４分の１以上２分の１未満 0.5 

２分の１以上 1.0 

ウ 
地上５階以上の耐火建築物で

ある併用住宅 

４分の１以上２分の１未満 0.5 

２分の１以上４分の３未満 0.75 

４分の３以上 1.0 

（２）住宅用地の課税標準額 

ア 小規模住宅用地 

住宅用地のうち、200 ㎡以下のもの（200 ㎡を超える場合は住宅１戸当たり 200 ㎡ま

での部分）を小規模住宅用地といい、その課税標準額は、価格の６分の１とする。 

イ 一般住宅用地 

住宅用地のうち、小規模住宅用地以外（住宅用地面積から住宅１戸当たり 200 ㎡を差

し引いた土地）を一般住宅用地といい、その課税標準額は、価格の３分の１とする。 

（３）住居の数（世帯数）の認定 

住居とは、人が居住して日常生活に用いる家屋等の場所をいうものであり、１棟の家

屋内に１世帯が独立して生活を営むことができる区画された部分が２以上設けられて

いる場合には、当該２以上の区画された部分がそれぞれ住居となるものである。 

その他の 

比準割合 

形状等による 

比準割合 

奥行による 

比準割合 
× × ＝ 比準割合 

比準宅地の 

評点数 
地積 比準割合 

標準宅地の１ｍ2 

当たり評点数 
× × ＝ 
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独立して生活を営むことができる区画された部分とは、構造上独立的に区画された家

屋の一部であり、原則として、専用の出入口、炊事場及び便所を有するものである。 

ただし、共同住宅にあっては、各世帯の居住の用に供されている区画された部分ごと

に炊事場又は便所が設けられることなく共用されている場合においても、通常当該区画

された部分において１世帯が独立して生活を営むことができる状態にあると認められ

るので、その限りにおいては当該区画された部分が、それぞれの住居となるものである。

（「地方税法 349 条の３の２の規定における住宅用地の認定について」平成９年４月１

日 自治固第 13 号自治省税務局固定資産税課長通達） 

（４）住宅用地の要件等 

その他、住宅用地の要件等に係る取扱いについては、別に定めるものとする。 

 

６ 農業用施設用地に係る宅地の評価方法 

（１）評価の基本 

農用地区域内及び市街化調整区域内の農業用施設用地は、法規制等により一般の宅地

とは相当程度の価格差があると認められる。また、当該農業用施設用地の多くが農地に

介在しているという実情に鑑み、付近の農地との価格牽連性が強いと認められる。 

このことから、農業用施設用地の価額は、当該農業用施設用地の付近の農地の価額を

基準として求める。 

（２）農業用施設用地の範囲 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）第８条第２項第１号（以

下「農振法」という。）に規定する農用地区域内又は都市計画法第７条第１項の規定に

より定められた市街化調整区域内に存する農業用施設（農振法第３条第３号又は第４号

に規定する施設をいう。）の用に供する土地。 

農業用施設の具体的範囲は、農業振興地域の整備に関する法律施行規則（昭和 44 年農

林省令第 45 号）第１条等に規定する各施設に該当する施設をいう。 

（参 考） 

農業振興地域の整備に関する法律 

（定義） 

第３条 この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。 

一～二     略 

三 農用地又は前号に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設の用に供される

土地 

四 耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設（前号の施設を除く。）で農

林水産省令で定めるものの用に供される土地 

農業振興地域の整備に関する法律施行規則 

（耕作又は養畜の業務のために必要な農業用施設） 

第１条 農業振興地域の整備に関する法律（以下「法」という。）第３条第４号

の農林水産省令で定める農業用施設は、次に掲げるものとする。 

一 畜舎、蚕室、温室(床面がコンクリート敷のものを含む。)、植物工場(閉鎖

された空間において生育環境を制御して農産物を安定的に生産する施設をい

う。)、農産物集出荷施設、農産物調製施設、農産物貯蔵施設その他これらに

類する農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設 

二 堆肥舎、種苗貯蔵施設、農機具収納施設その他これらに類する農業生産資材

の貯蔵又は保管(農業生産資材の販売の事業のための貯蔵又は保管を除く。)の

用に供する施設 

三 耕作又は養畜の業務を営む者が設置し、及び管理する次に掲げる施設 

イ 主として、自己の生産する農畜産物又は当該農畜産物及び当該施設が設置

される市町村の区域内若しくは農業振興地域内において生産される農畜産

物(ロ及びハにおいて「自己の生産する農畜産物等」という。)を原料又は材

料として使用する製造又は加工の用に供する施設 

ロ 主として、自己の生産する農畜産物等又は自己の生産する農畜産物等を原

http://srb.gyosei.asp.lgwan.jp/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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料若しくは材料として製造され若しくは加工されたもの（ハにおいて「自己

の生産する農畜産物等加工品」という。）の販売の用に供する施設 

ハ 主として、自己の生産する農畜産物等若しくは自己の生産する農畜産物等

加工品又はこれらを材料として調理されたものの提供の用に供する施設 

四 廃棄された農産物又は廃棄された農業生産資材の処理の用に供する施設(第

三十八条において「農業廃棄物処理施設」という。) 

五 農用地又は前各号に掲げる施設に附帯して設置される休憩所、駐車場及び便

所 
なお、家畜市場、家畜診療施設や農機具修理施設等については、法第３条第４号

の施設には該当しないものとされている。 

 

 

概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）地目の認定 

ア 農業用施設が農家の敷地にある場合 

当該農業用施設が家屋であるか否かに関わらず、当該農家住宅の敷地に含めて地目は

全体として宅地とする。 

イ 農業用施設が農家の敷地外にある場合 

当該農業用施設が家屋と認定される場合は、その内部で耕作が行われているときは農

地として認定し、耕作が行われていないときは宅地とする。 

当該農業用施設が家屋と認定されない場合は、通常雑種地（内部で耕作が行われてい

るビニールハウス等の敷地は農地）とする。 

ただし農地法第 43 条第１項の規定が適用される農作物栽培高度化施設の底面とする

ために農地をコンクリート等で覆う場合は「施設の内部で耕作が行われている」に該当

する。 

（４）評価の方法 

農用地区域内又は市街化調整区域内にある農業用施設用地の価額は、付近の農地の価

額を基準として求めた価額に当該宅地を農地から転用する場合において、通常必要と認

められる造成費に相当する額を加えてその価額を求める。 

ただし、市街化調整区域内に存する農業用施設の用に供する宅地（農用地区域内に存

するものを除く。）で、当該宅地の近傍の土地との評価の均衡上、前述の方法によって

評価することが適当でないと認められるものについては、宅地の評価によるものとする。 

 

（算式） 

  

 

  

通常必要と認められる造成費とは、一般的には土砂購入費、土盛整地費、擁壁費及び

農業用施設用地の価額 ＝付近の農地を基準に求めた価額 ＋ 造成費相当額 

都市計画区域外 

非線引区域 市街化調整区域 市街化区域 

都市計画区域内 

農用地区域 
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法止・土止費をいうもので、市街化区域農地の評価において基本価額から控除すること

とされているそれと同様のものである。 

（５）価額の求め方 

ア 造成費相当額 

農業用施設用地の評価額を算出する際の付近の農地の価額に加える造成費相当額は、

通常次に掲げる額とする。（総務省内かんによる。） 

（ア）付近の農地が田の場合   １㎡当たり 6,100 円（盛土 70ｃｍ） 

（イ）付近の農地が畑の場合   １㎡当たり 3,000 円（盛土 30ｃｍ） 

イ 価額の決定について 

農業用施設用地の評価額を算出するにあたり、次の方法により求めるものとする。 

（ア）付近の農地が田の場合は、（４）の算式で求めた価額と付近の宅地の価額の 90％ 

のいずれか低い方とする。 

（イ）前号を適用した地域にある付近の農地が畑の場合は、（４）の算式で求めた価額

と前号で求めたそれぞれの価額の 65％のいずれか低い方とする。 
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附  表 

※ 所要の補正の適否の判断については、周辺の評価との均衡を図るため必要に応じて適用す

ること。また、補正の重複等により周辺の評価との均衡を失しないように注意すること。 

 

附表１ 奥行価格補正率表 

  地区区分 

 

奥行距離 

高度商業地区 

普通商業地区 

併用住宅地区 

観光地区 

普通住宅地区 中小工場地区 大工場地区 

    ４m 未満 0.90 0.90 0.90 0.85 0.85 

４m 以上６m 未満 0.92 0.92 0.92 0.90 0.90 

６m 以上８m 未満 0.94 0.95 0.95 0.93 0.93 

８m 以上 10m 未満 0.96 0.97 0.97 0.95 0.95 

10m 以上 12m 未満 0.98 0.99 1.00 0.96 0.96 

12m 以上 14m 未満 0.99 1.00 0.97 0.97 

14m 以上 16m 未満 1.00 0.98 0.98 

16m 以上 20m 未満 0.99 0.99 

20m 以上 24m 未満 1.00 1.00 

24m 以上 28m 未満 0.97 

28m 以上 32m 未満 0.95 

32m 以上 36m 未満 0.97 0.93 

36m 以上 40m 未満 0.95 0.92 

40m 以上 44m 未満 0.93 0.91 

44m 以上 48m 未満 0.91 0.90 

48m 以上 52m 未満 0.99 0.89 0.89 

52m 以上 56m 未満 0.98 0.88 0.88 

56m 以上 60m 未満 0.97 0.87 0.87 

60m 以上 64m 未満 0.96 0.86 0.86 0.99 

64m 以上 68m 未満 0.95 0.85 0.85 0.98 

68m 以上 72m 未満 0.94 0.84 0.84 0.97 

72m 以上 76m 未満 0.93 0.83 0.83 0.96 

76m 以上 80m 未満 0.92 0.82 

80m 以上 84m 未満 0.90 0.81 0.82 0.93 

84m 以上 88m 未満 0.88 0.80 

88m 以上 92m 未満 0.86 0.81 0.90 

92m 以上 96m 未満 0.84 

96m 以上 100m 未満 0.82 

100m 以上 0.80 0.80 

    

附表２ 側方路線影響加算率表            附表３ 二方路線影響加算率表 

地区区分 
加算率  

地区区分 加算率 
角地の場合 準角地の場合 

高 度 商 業 地 区 0.10 0.05 高 度 商 業 地 区 0.07 

普 通 商 業 地 区 

併 用 住 宅 地 区 

観 光 地 区 

0.08 0.04 

普 通 商 業 地 区 

併 用 住 宅 地 区 

観 光 地 区 

0.05 

普 通 住 宅 地 区 

中 小 工 場 地 区 
0.03 0.02 

普 通 住 宅 地 区 

中 小 工 場 地 区 

大 工 場 地 区 

0.02 

大 工 場 地 区 0.02 0.01 
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附表４ 不整形地補正率表 

地区区分 

 

蔭地割合 

高度商業地区、普通商業地区、 

併用住宅地区、観光地区、 

中小工場地区 

普通住宅地区 

   10％未満 1.00 1.00 

10％以上 20％未満 0.98 0.96 

20％以上 30％未満 0.96 0.92 

30％以上 40％未満 0.92 0.88 

40％以上 50％未満 0.87 0.82 

50％以上 60％未満 0.80 0.72 

60％以上 0.70 0.60 

 

附表５ 間口狭小補正率表  

地区区分 

 

間口距離 

高度商業地区 

普通商業地区 

併用住宅地区 

観 光 地 区 

普通住宅地区 中小工場地区 大 工 場 地 区 

     4m 未満 0.85 0.90 0.90 0.80 0.80 

4m 以上  6m 未満 0.94 0.97 0.94 0.85 0.85 

6m 以上  8m 未満 0.97 1.00 0.97 0.90 0.90 

8m 以上 10m 未満 1.00 1.00 0.95 0.95 

10m 以上 16m 未満 1.00 0.97 

16m 以上 22m 未満 0.98 

22m 以上 28m 未満 0.99 

28m 以上 1.00 

 

附表６ 奥行長大補正率表 

地区区分 

 

 

奥行距離 

間口距離 

高度商業地区 

普通商業地区 

併用住宅地区 

観 光 地 区 

普通住宅地区 中小工場地区 大 工 場 地 区 

      2 未満 1.00 1.00 1.00 1.00 

2以上 3未満 0.98 

3以上 4未満 0.99 0.96 0.99 

4以上 5未満 0.98 0.94 0.98 

 5以上 6未満 0.96 0.92 0.96 

 6以上 7未満 0.94 0.90 0.94 

 7以上 8未満 0.92 0.92 

8 以上 0.90 0.90 

 

附表７ がけ地補正率表 

がけ地地積 

画 地 地 積 

0.10 以上 

0.20 未満 

0.20 以上 

0.30 未満 

0.30 以上 

0.40 未満 

0.40 以上 

0.50 未満 

0.50 以上 

0.60 未満 

補 正 率 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 

 

 
がけ地地積 

画 地 地 積 

0.60 以上 

0.70 未満 

0.70 以上 

0.80 未満 

0.80 以上 

0.90 未満 
0.90 以上 

補 正 率 0.70 0.65 0.60 0.55 
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附表８ 通路開設補正率表 

奥行 

（近い奥行） 
10m 以下 

10m 超 

20m 以下 

20m 超 

30m 以下 
30m 超 

補 正 率 0.9 0.8 0.7 0.6 

 

附表９ 都市計画施設予定地に定められた宅地等に係る補正率表（通知等による補正） 

潰 地 地 積 

画 地 地 積 
0.1 未満 

0.1 以上 

0.2 未満 

0.2 以上 

0.3 未満 

0.3 以上 

0.4 未満 

0.4 以上 

0.5 未満 

補 正 率 0.98 0.95 0.90 0.85 0.80 

 

 
潰 地 地 積 

画 地 地 積 

0.5 以上 

0.6 未満 
0.6 以上 

補 正 率 0.75 0.70 

 

附表 10 日照阻害を受ける宅地等に係る補正率表（通知等による補正） 

地  域 
日照阻害の原因となっ

ている中高層の建築物 

中高層の建築物の平均

地盤面からの高さ（m） 

日影時間 

（時間） 
補正率 

第１種 

住居専用地域 

軒の高さが７m を超える

建築物又は地階を除く

階数が３階以上の建築

物 

1.5 

４ 0.9 

６ 0.8 

第２種 

住居専用地域 

高さが 10m を超える 

建築物 
４ 

４ 0.9 

６ 0.8 

上記以外の 

地域 
同  上 同  上 

５ 0.9 

7.5 0.8 

 

附表 11 接面道路との高低差のある宅地等に係る補正率表（所要の補正） 

道路からの高低差 
１m 以上 

２m 未満 

２m 以上 

３m 未満 

３m 以上 

４m 未満 

４m 以上 

５m 未満 
５m 以上 

道上の場合の補正率 － 0.95 0.90 0.85 0.80 

道下の場合の補正率 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 

 

附表 12 水路を介在して道路に接する宅地等に係る補正率表（所要の補正） 

介 在 す る 

水 路 の 幅 

1.5m 以上 

２m 未満 

２m 以上 

３m 未満 

３m 以上 

４m 未満 
４m 以上 

補 正 率 0.95 0.90 0.85 0.80 

 

附表 13 接面道路との間に障害施設（横断歩道橋等）が設置されている宅地等に係る補正率表（所

要の補正） 

間 口 閉 鎖 距 離 

間 口 距 離 
0.10 未満 

0.10 以上 

0.30 未満 

0.30 以上 

0.50 未満 

0.50 以上 

0.70 未満 

補 正 率 0.95 0.90 0.85 0.80 

  

間 口 閉 鎖 距 離 

間 口 距 離 

0.70 以上 

0.80 未満 
0.80 以上 

補 正 率 0.75 0.70 
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附表 14 土砂災害特別警戒区域にある宅地等に係る補正率表（所要の補正） 

指 定 地 積 

画 地 地 積 

0.10 以上 

0.20 未満 

0.20 以上 

0.40 未満 

0.40 以上 

0.60 未満 
0.60 以上 

補正率 0.95 0.90 0.85 0.80 

 

附表 15 急傾斜地崩壊危険区域にある宅地等に係る補正率表（所要の補正） 

指 定 地 積 

画 地 地 積 

0.10 以上 

0.20 未満 

0.20 以上 

0.40 未満 

0.40 以上 

0.60 未満 
0.60 以上 

補正率 0.95 0.90 0.85 0.80 

 

附表 16 地下阻害物、地上阻害物（高圧線を除く）が設置されている宅地等に係る補正率表 

（所要の補正） 

阻害地積 

画地地積 

0.10 以上 

0.20 未満 

0.20 以上 

0.30 未満 

0.30 以上 

0.40 未満 

0.40 以上 

0.50 未満 

0.50 以上 

0.60 未満 

補 正 率 0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 

 

阻害地積 

画地地積 

0.60 以上 

0.70 未満 

0.70 以上 

0.80 未満 

0.80 以上 

0.90 未満 

0.90 以上 

0.95 未満 
0.95 以上 

補 正 率 0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

 

附表 17 高圧線下にある宅地等に係る補正率表（所要の補正） 

線下地積 

画地地積 

0.10 以上 

0.20 未満 

0.20 以上 

0.30 未満 

0.30 以上 

0.40 未満 

0.40 以上 

0.50 未満 

0.50 以上 

0.60 未満 

17 万Ｖ未

満補正率 
0.95 0.90 0.85 0.80 0.75 

17 万Ｖ以

上補正率 
0.90 0.85 0.80 0.75 0.70 

 

線下地積 

画地地積 

0.60 以上 

0.70 未満 

0.70 以上 

0.80 未満 

0.80 以上 

0.90 未満 

0.90 以上 

0.95 未満 
0.95 以上 

17 万Ｖ未

満補正率 
0.70 0.65 0.60 0.55 0.50 

17 万Ｖ以

上補正率 
0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 

線下地積は地役権が設定された範囲の地積。 

 

附表 18 の１ 震災画地補正率表（宅地） 

 減免の割合 補正率 

全部 0.55 

10 分の８ 0.65 

10 分の６ 0.75 

10 分の４ 0.85 

 ※「土地に関する調査研究－東日本大震災被災地の土地評価に用いる震災減価率及び個別補正

率に関する研究-」(平成 23 年 10 月 財団法人資産評価センター)による「がけ地補正率」を

準用する方法による。 

 

 

 

 

 

 



45 

 

附表 18 の２ 震災画地補正率表（一般農地） 

（１)田の比準表 

項目 

   比準田 

   の状況 

標準田 

の状況 

ない ややある 相当ある 
はなはだし

い 

災害 

ない 1.00 0.90 0.80 0.70 

ややある 1.11 1.00 0.89 0.78 

相当ある 1.25 1.13 1.00 0.88 

はなはだしい 1.43 1.29 1.14 1.00 

 ※評価基準別表第１の１ 田の比準表における災害の項目を準用 

 

（２）畑の比準表 

項目 

比準畑 

の状況 

標準畑 

の状況 

ない ややある 相当ある 
はなはだし

い 

災害 

ない 1.00 0.90 0.80 0.75 

ややある 1.11 1.00 0.89 0.83 

相当ある 1.25 1.13 1.00 0.94 

はなはだしい 1.33 1.20 1.07 1.00 

※評価基準別表第１の２ 畑の比準表における災害の項目を準用 

 

附表 19 奥行による比準割合（その他の宅地評価法適用比準割合） 

比準宅地          

標準宅地 
奥行が 36m 以内の場合 奥行が 36m を超える場合 

奥行が 36m 以内の場合 1.00 0.95 

奥行が 36m を超える場合 1.05 1.00 

 

附表 20 形状等による比準割合（その他の宅地評価法適用比準割合） 

○不整形地補正割合 

不整形度（蔭地割合） 補正率 

普通     （10％未満） 1.00 

やや不整形 （10％以上 30％未満） 0.96 

不整形      （30％以上 50％未満） 0.88 

相当に不整形（50％以上 60％未満） 0.72 

極端に不整形（60％以上） 0.60 

 

附表 21 形状等による比準割合（その他の宅地評価法適用比準割合） 

○奥行長大補正割合 

奥行距離 

間口距離 
補正率 

４以上８未満 0.94 

８以上 0.90 
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附表 22 形状等による比準割合（その他の宅地評価法適用比準割合） 

○間口狭小補正割合 

間口距離 補正率 

   ２m 未満    0.90 

２m 以上４m 未満 0.94 

４m 以上８m 未満 0.97 

８m 以上 1.00 

 

附表 23 その他の比準割合（その他の宅地評価法適用比準割合） 

比準宅地の状況 

 

標準宅地の状況 

普通 

00 

やや劣る 

01 

劣る 

02 

特に劣る 

03 

やや劣る

（浸水）

04 

30,001 点以上 1.00 0.95 0.90 0.85 0.95 

27,501 点以上 30,000 点以下 1.00 0.95 0.90 0.85 0.95 

25,001 点以上 27,500 点以下 1.00 0.95 0.90 0.85 0.95 

22,501 点以上 25,000 点以下 1.00 0.90 0.80 0.70 0.95 

20,001 点以上 22,500 点以下 1.00 0.90 0.80 0.70 0.95 

17,501 点以上 20,000 点以下 1.00 0.90 0.80 0.70 0.95 

15,001 点以上 17,500 点以下 1.00 0.90 0.80 0.70 0.95 

12,501 点以上 15,000 点位下 1.00 0.90 0.80 0.70 0.95 

10,001 点以上 12,500 点以下 1.00 0.90 0.80 0.70 0.95 

7,501 点以上 10,000 点以下 1.00 0.85 0.70 0.55 0.95 

5,001 点以上 7,500 点以下 1.00 0.85 0.70 0.55 0.95 

2,501 点以上 5,000 点以下 1.00 0.85 0.70 0.55 0.95 

   2,500 点以下 1.00 0.85 0.70 0.55 0.95 

 

附表 24 その他の比準割合（その他の宅地評価法適用比準割合）（所要の補正） 

画 地 地 積 20,000 ㎡未満 
20,000 ㎡以上 

35,000 ㎡未満 

35,000 ㎡以上 

50,000 ㎡未満 
50,000 ㎡以上 

補 正 率 1.00 0.90 0.85 0.80 
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第３節 鉱泉地 

 

１ 鉱泉地の評価方法 

（１）一般の鉱泉地の評価方法 

鉱泉地の評価は、当該鉱泉地の基準年度の前年度の価額に当該鉱泉地の鉱泉を利用す

る温泉地に存する宅地の基準年度における価額の前基準年度における価額に対する割

合を乗じて求める方法によるものとする。（平成 11 年５月 18 日付け自治省告示第 132

号により平成 12 年度から新たな評価方法として適用。） 

なお、水蒸気その他のガスを噴出する鉱泉地の評価も一般の鉱泉地と同様に評価する。 

 

評価額 ＝ 基準年度の前年度の価額 × 近傍宅地の価額の変動率 

 

 

    変動率 ＝                                × 100 

 

 

※平成９年度(基準年度)までの評価方法 

評価額 ＝ 基本価額 × 温泉地指数 × 湧出量指数（温度に応ずる湧出量補正） 

（２）新たに鉱泉地となった土地又は上記の方法によって評価することが適当でないと市長

が判断した鉱泉地の評価方法 

当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地と状況が類似する温泉地に係る鉱泉地の価額に比

準して評価する。 

（３）湯温又は湧出量等に急激な変化が生じたことにより、当該基準年度の前年度における

価額を基礎として求めた価額が適当でないと認められる場合の評価方法 

（１）により求められた価額に増減する額を加算又は控除して評価する。 

（４）こ渇した鉱泉地又は未利用の鉱泉地の評価方法 

こ渇した鉱泉地（湧出量が減少したため当該鉱泉地に係る鉱泉を利用することができ

なくなった状態にある鉱泉地）又は未利用の鉱泉地（当該鉱泉地に係る鉱泉を未だ利用

していない状態にある鉱泉地）の評価は、（１）から（３）により求めた価額をその実

情に応じ減額して評価する。 

 

当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地の宅地の当該基準年度の価額  

当該鉱泉地の鉱泉を利用する温泉地の宅地の前基準年度の価額 （％） 
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第４節 池沼 

 

１ 池沼の評価方法 

池沼の評価は、池沼の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方

法によるものとする。ただし、池沼の売買実例価額がない場合においては、池沼の位置、形

状､利用状況等を考慮し、付近の土地の価額に比準してその価額を求める方法による。 

（１）売買実例価額がある場合 

この場合、宅地や農地に比べて売買実例価額が少ないため、売買の行われた池沼につ

いてその売買の内容を十分に精査し、売買池沼の付近の土地の価額との均衡を考慮して、

当該売買池沼の適正な時価を求め、評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）売買実例価額がない場合 

この場合は、当該池沼の位置、形状、その利用状況等を考慮して付近の土地の価額に

比準して評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 価額の求め方 

当該池沼の位置、形状、利用状況等を考慮し付近の田の価額に比準して評価する。 

 

売買実例池沼の 

売買実例価額 

評価対象池沼の 

適正な時価 

位置・形状・ 

利用状況等による比較 

売買実例池沼の 

正常売買価格 

不正常な売買条件に係る 

価格の修正 

付近の田の評価額 
評価対象池沼の 

適正な時価 

評価対象池沼との位置・形状 

・利用状況等を考慮し比準 
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第５節 山林 

 

１ 評価上の分類 

山林の評価は、「一般山林」と「介在山林」の２つに分類する。 

当該山林の付近の宅地等との評価の均衡上、一般山林の評価方法によることが適当でない

と認められるものを「介在山林」とし、それ以外を「一般山林」とする。 

 

２ 一般山林の評価方法 

山林の評価は、各筆の山林について評点数を付設し、当該評点数を評点一点当たりの価額

に乗じて各筆の山林の価額を求める方法による。 

  

一般山林評価のしくみ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）状況類似地区の区分 

地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況を総合的に考慮し、おおむね状況が類似して

いると認められる地区ごとに区分（原則は小字単位）する。 

（２）標準山林の選定 

状況類似地区ごとに、比較的多数所在する山林のうちから標準山林を選定する。 

（３）標準山林の評点数の付設 

売買山林の売買実例価額から、正常と認められない条件がある場合は、それを修正し

て正常売買価格を求め、その正常売買価格から位置、地形等の相違を考慮し、標準山林

の適正な時価に基づいて評点数を付設する。 

（４）各筆の山林の評点数の付設 

    標準山林の評点数に比準して、状況類似地区内の各筆の山林の評点数を付設する。 

 

３ 介在山林の評価方法 

  介在山林の評価方法は、付近の宅地の価額に比準してその価額を求める。 

  （１）「市街地宅地評価法」によって評価が行われている地域に所在する場合には、画地計

算法により宅地であったとした場合の価額を求め、この価額から当該介在山林を宅地に

転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した額に基づ

いて評価額を算出する。 

     なお、造成費相当額は、当該介在山林が宅地であったとした場合の価額の 60％とする。 

  （２）「その他の宅地評価法」によって評価が行われている地域に所在する場合には、状況

類似地区の標準宅地の価額から、当該介在山林を宅地に転用する場合において通常必要

と認められる造成費に相当する額を控除した額に基づいて評価額を算出する。 

     なお、造成費相当額は、その状況類似地区における標準宅地の価額の 60％とする。 

状況類似地区の区分 

標準山林の選定 

基準山林の選定 

標準山林の評点数の付設 

比準山林の評点数の付設 

評価額の算出 

標準山林の適正な

時価の評定 比

準

項

目 

小出しの条件 

支線道路の距離 

幹線道路の距離 



50 

 

第６節 牧場 

 

１ 牧場の評価方法 

牧場の評価は、牧場の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方

法によるものとする。ただし、牧場の売買実例価額がない場合においては、牧場の位置、土

性、地形等を考慮し、付近の土地の価額に比準してその価額を求める方法による。 

（１）売買実例価額がある場合 

この場合、宅地や農地に比べて売買実例価額が少ないため、売買の行われた牧場につ

いてその売買の内容を十分に精査し、売買牧場の付近の土地の価額との均衡を考慮し、

当該売買牧場の適正な時価を求め、評価する。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

（２）売買実例価額がない場合 

この場合、当該牧場の位置、土性、地形等を考慮して付近の土地の価額に比準して評

価する。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 価額の求め方 

（ア）市街化区域内の牧場 

市街化区域内農地と同様の方法で算定する。 

（イ）市街化区域以外の牧場 

市街化区域以外の付近の畑を比準し当該価額の 70％で評価する。 

 

付近の畑の価額 
評価対象牧場の 

適正な時価（評価額） 

評価対象牧場との位置・ 

土性・地形等を考慮し比準 

売買実例牧場の 

売買実例価額 

評価対象牧場の 

適正な時価（評価額） 

評価対象牧場との位置・ 

土性・地形等の比較 

売買実例牧場の 

正常売買価格 

不正常な売買条件に係る 

価格の修正 
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第７節 原野 

 

１ 原野の評価方法 

原野の評価は、原野の売買実例価額から評定する適正な時価によってその価額を求める方

法によるものとする。ただし、原野の売買実例価額がない場合においては、原野の位置、そ

の利用状況等を考慮し、付近の土地の価額に比準してその価額を求める方法による。 

 

（１）売買実例価額がある場合 

この場合、宅地や農地に比べて売買実例価額が少ないため、売買の行われた原野につ

いてその売買の内容を十分に精査し、売買原野の付近の土地の価額との均衡を考慮し、

当該売買原野の適正な時価を求め、評価する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

（２）売買実例価額がない場合 

この場合、当該原野の位置、その利用状況等を考慮して付近の土地の価額に比準して

評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

ア 価額の求め方 

（ア）市街化区域内の原野 

付近の宅地を比準し当該価額の２％で評価する。 

（イ）市街化区域以外の原野 

付近の山林を比準し当該価額の 80％で評価する。 

 

売買実例原野の 

売買実例価額 

売買実例原野の 

正常売買価格 

評価対象原野の 

適正な時価（評価額） 

不正常な売買条件 

に係る価格の修正 

評価対象原野との位置 

・利用状況等の比較 

付近の土地 

（宅地・山林）の評価額 

評価対象原野の 

適正な時価（評価額） 

評価対象原野との位置 

・利用状況等を考慮し比準 
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第８節 雑種地 

 

１ 評価の分類 

雑種地とは、田、畑、宅地、鉱泉地、池沼、山林、牧場及び原野以外の土地をいうもので

あって、現況が比較的宅地に類似しているものから原野的なものに至るまで多岐にわたるた

め、その利用状況に応じ、次のように分類し、その分類に応じた評価方法によって評価する。 

（１）ゴルフ場、遊園地、運動場、野球場及びその他これらに類似する施設（以下「ゴルフ

場等」という。）の用に供する一団の土地（当該一団の土地のうち当該ゴルフ場等がそ

の効用を果たす上で必要がないと認められる部分を除く。以下「ゴルフ場等用地」とい

う。） 

（２）鉄道又は軌道による運送の用（以下単に「運送の用」という。）に供する土地（以下

「鉄軌道用地」という。） 

（３）太陽光発電施設の用に供する土地（以下「太陽光発電施設用地」という。） 

（４）鉄塔敷地、水路敷地及び稲干場、塚地、柴草地、不毛地、砂地、荒ぶ地、土取場跡、

へい獣捨場など（１）から（３）以外の土地（以下「その他の雑種地」という。） 

 

２ ゴルフ場等用地 

（１）ゴルフ場用地の評価方法 

ゴルフ場用地の評価は、当該ゴルフ場を開設するに当たり要した当該ゴルフ場用地の

取得価額に当該ゴルフ場用地の造成費（当該ゴルフ場用地の造成に通常必要と認められ

る造成費によるものとし、芝購入費、芝植付費及び償却資産として固定資産税の課税客

体となるものに係る経費を除く。）を加算した価額を基準とし、当該ゴルフ場の位置、

利用状況等を考慮してその価額を求める方法によるものとする。 

この場合において、取得価額及び造成費は、当該ゴルフ場用地の取得後若しくは造成

後において価格事情に変動があるとき、又はその取得価額若しくは造成費が不明のとき

は、付近の土地の価額又は最近における造成費から評定した価額によるものとする。 

ア 取得価額の算定方法 

近年に取得されたゴルフ場用地など、取得後、価格事情等に変動がないもので、その

取得に要した費用が明らかなゴルフ場用地の取得価格は、実際の取得に要した費用の額

を基準に算定する。 

用地取得後、価格事情に変動があるか、若しくは取得に要した費用が不明であるとき

は、取得に要した費用の額を用いて取得価額を算定することができないので、当該ゴル

フ場用地の取得価額は、付近の土地の価格から評定した価額によって算定することとさ

れている。この場合、ゴルフ場の周辺地域の大半が宅地化されている市街地近郊ゴルフ

場の取得価額を求める方法である宅地比準方式か市街地近郊ゴルフ場以外のゴルフ場

の取得価額を求める方法である山林比準方式のいずれかを用いる。本市においては、ゴ

ルフ場の位置を鑑み山林比準方式にて算定している。 

イ  造成費の算定方法 

ゴルフ場の造成費は、原則として市町村において当該ゴルフ場のコースに係る造成費

（設計費並びに直接工事費のうち伐採工事、伐根処理工事、表土採集敷均し工事、切盛

土工事、造成工事（ティーグラウンド、フェアウェイ、ラフ、バンカー及びパッティン

グ・グリーンに係る造成工事をいう。）、測量工事及びヘビー・ラフ整地工事に係る経

費の合計額をいい、芝植付費及び償却資産として固定資産税の課税客体になるものに係

る経費を除く。）に「宅地の評価割合」を乗じて求めるものである。 

なお、この場合において、当該ゴルフ場の造成後において価格事情に変動があるとき、

又は造成費が不明のときは、ゴルフ場のコースに係る全国の平均的造成費を参考として

市町村において求めた額に「宅地の評価割合」を乗じて求める。 

（ア）同一規模の山林の宅地造成に係る平均的宅造費 

                           １㎡当たり 9,930 円 

（イ）ゴルフ場のコースに係る全国の平均的造成費 

  ａ 丘陵コース                  １㎡当たり 1,000 円 
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ｂ 林間コース                  １㎡当たり   840 円 

ウ 位置、利用状況等による補正 

位置、利用状況等による補正は、当該ゴルフ場の年間の利用状況に応じ、他のゴルフ

場の価額との均衡を失しないよう、必要に応じ補正をするものであり、本市においては

都道府県税であるゴルフ場利用税及び利用期間等を参考に補正をする。 

 

（ア）ゴルフ場利用税（等級）補正 

等級 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 
等級

外 

補正率 1.04 1.03 1.02 1.01 1.00 0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 

 

（イ）利用期間補正 

利用 

期間 
６ヶ月 ７ヶ月 ８ヶ月 ９ヶ月 10 ヶ月 11 ヶ月 12 ヶ月 

補正率 0.850 0.875 0.900 0.925 0.950 0.975 1.000 

 

 

【原則】 

 

（               ×        ＋              ×        ）× 

 

 

【山林比準方式】※本市採用方式 

 

（               ×        ＋              ×        ）× 

 

 

【宅地比準方式】 

 

（         ×  ×      －       ×       ＋       ×    ）× 

 

 

 

（２）遊園地、運動場、野球場等の評価方法 

遊園地、運動場、野球場等の評価の基本は、ゴルフ場の評価に準じて行うものである

が、この評価方法が不適当である場合は宅地と同様の方法による。 

すなわち、近傍の宅地の価額に比準して基本価額を求め、当該雑種地を宅地に転用す

る場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除した価額によるもの

とする。 

 

３ 鉄軌道用地 

鉄軌道用地は、運送の用に供される土地である「単体利用鉄軌道用地」と運送以外の用も

含む土地である「複合利用鉄軌道用地」の２種類から構成される。 

  

単体利用鉄軌道用地 運送の用のみに供される土地 

鉄軌道用地 

複合利用鉄軌道用地 運送の用及び運送以外の用に供される土地 
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（１）単体利用鉄軌道用地 

ア 単体利用鉄軌道用地の評価方法 

鉄軌道用地の評価は、当該鉄軌道用地に沿接する土地の価額の３分の１に相当する価

額によってその価額を求める。この「鉄軌道用地に沿接する土地の価額」は、沿接する

土地の地目、価額の相違等に基づいて当該鉄軌道用地を区分し、それぞれ区分された部

分ごとに当該沿接土地の評価額及び当該区分された鉄軌道用地の地積等を総合的に考

慮して求める。 

（ア）状況類似地域の区分 

沿接する土地の利用形態及び価格事情を考慮し、相違する地域ごとに区分するも

のであり、次に掲げる事項に留意して区分する。 

ａ  市街地宅地評価法適用地域とその他の宅地評価法適用地域は区分する。 

ｂ 一般田、一般畑、一般山林が相当距離にわたり沿接する場合は、これらの地目ご

とに区分する。 

ｃ 沿接する土地が道路の場合は、道路を隔てた向かいの土地の地目により区分する。 

ｄ 鉄軌道用地の片側が河川等公有水面である場合は、河川等の側の鉄軌道用地の価

格が川向かいの土地等の価格の影響を受けていないと認められるときは、当該河川

等の側の鉄軌道用地の片側部分については、当該鉄軌道用地の反対側の土地に従い

区分する。 

（イ）沿接する土地の価額の求め方 

（ア）により区分した当該状況類似地域内の鉄軌道用地に沿接する土地の価額は、

原則として各筆単位又は価額の水準単位に区分し、その区分した沿接地の単位当た

り価額にそれぞれの沿接距離を乗じたものを合算し、これを沿接距離の総延長で除

して求めた額（以下「加重平均価額」という。）によるが、当該鉄軌道用地に相対

する沿接地が当該鉄軌道用地を境として市街化区域と市街化調整区域とに二分され

ている場合の当該沿接地の価額は、当該鉄軌道用地が属する区域の沿接地の加重平

均価額による。 

ａ  沿接する土地の地目が異なっても、価額的に相違が認められない場合 

沿接する土地の地目別に単純平均価額を求め、各地目別の沿接距離により沿接地

の加重平均価額を求める。 

ｂ 沿接する地目が同一で価格差が少ない場合 

沿接する土地のうち標準的な土地を１筆選定し、当該土地を比準地とする。 

（ウ）鉄軌道用地の単位当たり価額 

（イ）により求めた沿接する土地の加重平均価額の３分の１（１円未満切り捨て）

をもって当該状況類似地域内の各鉄軌道用地の単位当たり価額とする。 
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■ 評価算定設例 状況類似地域内総延長 1,300ｍ 

  

            
 

【沿接地の加重平均価額】 

ａ  3,000 円 × 200ｍ ＝   600,000 円 

ｂ  5,000 円 × 300ｍ ＝ 1,500,000 円 

ｃ 12,000 円 × 500ｍ ＝ 6,000,000 円 

ｄ  4,000 円 × 300ｍ ＝ 1,200,000 円   合計 57,300,000 円 

ｅ 20,000 円 × 300ｍ ＝ 6,000,000 円 

ｆ 30,000 円 × 300ｍ ＝ 9,000,000 円 

ｇ 50,000 円 × 500ｍ ＝25,000,000 円 

ｈ 40,000 円 × 200ｍ ＝ 8,000,000 円 

⇒ 57,300,000 円  ÷ 2,600ｍ ＝ 22,038 円  

 

【単位当たり評価額】  22,038 円 ÷ ３ ＝ 7,346 円 

 

（２）複合利用鉄軌道用地 

ア  複合利用鉄軌道用地の意義 

鉄軌道用地のうち複合利用鉄軌道用地とは、次に掲げるものをいう。ただし、「小規

模な鉄道施設を有する建物」に該当する建物の敷地については、地目は宅地とする。 

（ア）複合利用建物（運送の用に供する部分と鉄道又は軌道による運送以外の用（以下

単に「運送以外の用」という。）に供する部分を有する建物をいう。）の敷地であ

る鉄軌道用地（（イ）に該当するものを除く。） 

（イ）鉄軌道用地でその上部に設置された人工地盤等の上に複合利用建物等（複合利用

建物又は運送以外の用にのみ供する建物をいう。）があるものその他人工地盤等の

上を運送以外の用に供するもの又は鉄軌道用地で近接する土地にある複合利用建物

等の一部がその上部にあるもの 

（ウ）鉄軌道の高架下にある鉄軌道用地で、当該土地に運送以外の用にのみ供する建物

があるものその他当該土地を運送以外の用に供するもの（（ア）に該当するものを

除く。） 

イ 複合利用建物の要件 

３（２）ア（ア）における複合利用建物に該当するかどうかについては、次に定める

ところによるものとする。 

（ア）原則として一棟の建物ごとに判断するものとする。ただし、利用状況や形状等か

らみて当該建物を区分することができる場合には、これを区分し、当該区分された

部分をそれぞれ一棟の建物とみなす。 

（イ）次の部分については、運送の用に供する部分とみなす。 

ａ  運送の用に供する部分を有する建物のうち運送以外の用に供する部分（運送以外

の用に供する部分が連たんする場合には、当該連たんする一団の部分）で床面積が

10 ㎡以下のもの 

ｂ プラットホームの一部で運送以外の用に供する部分 

（ウ）運送の用に供する部分を有する建物のうち運送以外の用に供する部分の合計床面

積が 250 ㎡未満の建物は、その全てを運送の用に供する建物とみなす。 
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ウ 小規模な鉄道施設を有する建物の意義 

アにおける「小規模な鉄道施設を有する建物」とは、複合利用建物のうち運送の用に

供する部分が次の表に定める基準に該当するもの（運送以外の用に供する部分の合計床

面積が 250 ㎡未満の建物を除く。）をいう。 

 

当該建物の延べ床面積 運送の用に供する部分の 

合計床面積等 

50,000 ㎡以上 2,500 ㎡未満 

40,000 ㎡以上 50,000 ㎡未満 2,000 ㎡未満 

30,000 ㎡以上 40,000 ㎡未満 1,500 ㎡未満 

20,000 ㎡以上 30,000 ㎡未満 1,000 ㎡未満 

10,000 ㎡以上 20,000 ㎡未満 500 ㎡未満 

5,000 ㎡以上 10,000 ㎡未満 250 ㎡未満 

2,000 ㎡以上 5,000 ㎡未満 100 ㎡未満 

2,000 ㎡未満 50 ㎡未満 

※（注）「運送の用に供する部分の合計床面積等」には、建物の屋上部分及び建物がそ

の上にある人工地盤等の下の部分のうち、運送の用に供する部分の面積を含む。 

エ 複合利用鉄軌道用地の評価方法 

（ア）評価の基本 

複合利用鉄軌道用地の評価は、複合利用鉄軌道用地の地積を運送の用に供する部

分の面積と運送以外の用に供する部分の面積で按分し、それぞれの地積に対応する

価額を算出し、これらの価額を合算してその価額を求める方法による。 

（イ）評価額の算定方法 

ａ  評価の単位 

複合利用鉄軌道用地の評価は、原則として次の区分に応じた評価単位ごとに行う。 

（ａ）３（２）ア（ア）に掲げる複合利用鉄軌道用地の評価は、当該建物（３（２）

イ（ア）ただし書により一棟の建物とみなされたものを含む。）の敷地ごとに

行うものとする。 

（ｂ）３（２）ア（イ）に掲げる鉄軌道用地の評価は、人工地盤等が設置されてい

る場合には、当該人工地盤等をその上の利用状況等に応じて区分し、その区分

した部分を地表面に水平投影した範囲ごとに行うものとする。また、近接する

土地にある複合利用建物等の一部が鉄軌道用地の上部にある場合には、当該部

分を地表面に水平投影した範囲ごとに行うものとする。 

（ｃ）３（２）ア（ウ）に掲げる鉄軌道用地の評価は、当該土地の利用状況等に応

じて当該土地を区分し、その区分した土地ごとに行うものとする。 

ｂ  複合利用鉄軌道用地の地積の按分 

複合利用鉄軌道の地積の按分は次に掲げる事項に留意して、運送の用に供する部

分の面積と運送以外の用に供する部分の面積を用いて行う。 

（ａ）運送の用に供する部分と運送以外の用に供する部分のそれぞれの面積の算定

は、建物にあっては床面積、建物以外にあってはその面積を用いて行う。 

（ｂ）複合利用鉄軌道用地内の建物のうち、駅職員のための更衣室、休憩所等、駅

として機能していく上において通常必要な施設については、運送の用に供する

部分とする。他方、鉄軌道の経営・管理及び関連開発事業部門等に係る本社・

営業所の機能を有する部分については、運送以外の用に供する部分とする。 

（ｃ）駅への進入路という機能と、鉄道路線をまたいで自由に往来ができるという

機能とを併せ持つ、いわゆる自由路線については、通常運送の用に供する部分

に区分することが適当であるが、大規模な駅舎内の自由通路等で周囲の状況か

ら当該通路が積極的に運送以外の用に供する施設への往来に供されている場合

には、当該部分は運送以外の用に供する部分に区分する。 

（ｄ）３（２）イ（イ）及び（ウ）の例により運送の用に供する部分とみなすもの

は、当該部分の面積を運送の用に供する部分の面積に算入する。 
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（ｅ）建物の屋上が、駐車場に利用される等運送以外の用に供されている場合は当

該部分の面積を運送以外の用に供する部分の面積に算入し、運送の用に供され

ている場合は当該部分の面積を運送の用に供する部分の面積に算入する。 

ｃ  運送の用に供する部分に相当する地積に対する価額の算出 

運送の用に供する部分に相当する地積に対応する価額は、複合利用鉄軌道用地を

含む鉄軌道用地に沿接する土地の価額の３分の１に相当する価額によって求めるも

のとする。この場合において、「鉄軌道用地に沿接する土地の価額」は３（２）エ

（イ）の例により求めるものとする。 

ｄ  運送以外の用に供する部分に相当する地積に対応する価額の算出 

運送以外の用に供する部分に相当する地積に対応する価額は、複合利用鉄軌道用

地の付近の土地の価額に比準して求めるものとする。この場合において、必要に応

じて当該土地の利用状況、形状及び利用上の阻害要因の状況などを考慮して価額を

求めるものとする。 

 

４ 太陽光発電施設用地 

（１）太陽光発電とは 

太陽光発電とは、太陽光を太陽電池モジュール（太陽光パネル）で電気に変換するこ

とをいう。土地や屋根等に太陽電池モジュールを設置して行い、これらのうち、出力が

１メガワット（一般家庭 250～300 世帯程度）を超える大規模な太陽光発電施設は「メ

ガソーラー」と総称される。 

（２）太陽光発電施設用地の意義 

太陽電池モジュール、架台、パワーコンディショナ等が設置された土地のことをいう。 

ただし、以下の場合は太陽電池モジュールが設置されたとしても、太陽光発電施設用

地とは認定しない。 

ア  家屋の屋根部分等に太陽電池モジュールを設置して発電を行う場合。 

イ  農業用施設等（家屋認定の有無を問わない。）の屋根部分等に太陽電池モジュールを

設置して発電を行う場合であっても、従来の農業用施設としての用途に変更がない場合。 

ウ  耕作地に支柱を立てて当該耕作地の上空に太陽電池モジュールを設置するソーラーシ

ェアリングについては、支柱部分のみが農地法上の一時転用許可がなされ非農地扱いと

なっても、支柱部分を除き、地表面では営農が継続され農地法上は農地として取り扱わ

れることとなるため、地目は一般農地（市街化区域内に所在していれば「市街化区域農

地」）として取り扱う。 
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（３）太陽光発電施設用地の評価方法 

太陽光発電施設用地は原則として次の表に基づき雑種地と認定する。 

 

 市街化区域 市街化区域以外 

宅地と同程度で造成が必要ない

土地 
宅地 100％ 宅地 100％ 

ある程度造成が必要な土地 

（平坦で踏み均された程度） 
宅地 80％ 

宅地  60％ 

上記より程度が 

劣る場合 

（地盤が軟らかい等） 

宅地 40％ 

相当造成が必要な土地 

（地盤が非常に軟らかい土地、

傾斜地等） 

宅地 60％ 宅地 30％ 

造成をしないと利用が困難な

傾斜地等 
宅地 40％ 宅地 20％ 

山林を伐採して 

太陽光パネルを設置した土地 
宅地 40％ 

宅地 10％ 

（※注１） 

（※注１）市街化区域以外における山林で、大幅に造成を行わない場合に適用する。 
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５ その他の雑種地 

（１）市街化区域内に所在するその他の雑種地の評価方法 

市街化区域内に所在するその他の雑種地の評価は、その現況が比較的宅地に類似して

いるものが多いことから、次の比準表により付近の宅地の価額に補正率を乗じて求める。 

ただし、当該補正率により価額を求めることが適当と認められない場合は、付近の宅

地の価額から当該雑種地を付近の宅地と同程度の土地にするために通常必要と考えら

れる造成費を控除した価額とする。 

（２）市街化区域以外にあるその他の雑種地の評価方法 

市街化区域以外にある雑種地については、市街化区域内にある雑種地同様に、次の比

準表により付近の宅地の価額に補正率を乗じて求める。ただし、当該補正率により価額

を求めることが適当と認められない場合は、適宜造成費相当額を求め付近の宅地の価額

から控除して求める。 

 

 

雑種地の区分 

補正率 

市街化区域 
市街化区域 

以外 

宅地と同程度で造成が必要ない土地 100％ 100％ 

ある程度造成が必要な土地（平坦で踏み均された程度） 80％ 

60％ 

上記より程度

が劣る場合 

（地盤が軟ら

かい等） 

40％ 

相当造成が必要な土地（地盤が非常に軟らかい土地、傾斜

地等） 
60％ 30％ 

造成をしないと利用が困難な傾斜地等 40％ 20％ 

山林を伐採したのみの急傾斜地等 20％ 10％ 

利用が困難な狭小な土地、法面等 ２％ ２％ 

農業用施設 

（従前地目「田」で、その施設が家屋と認定されないもの） 

・壁のない牛舎 

・ビニールハウス等の中が農地でないもの 等 

（※注１） 

 

宅地比準農業

用施設用（田）

の 90％ 

（宅地 40％を

超える場合＝

宅地 40％） 

農業用施設 

（従前地目「畑」で、その施設が家屋と認定されないもの 

・壁のない牛舎 

・ビニールハウス等の中が農地でないもの 等 

（※注１） 

 

宅地比準農業

用施設用（畑）

の 90％ 

（宅地 40％を

超える場合＝

宅地 40％） 

（※注１）農地法第 43 条第１項の規定が適用される農作物栽培高度化施設の用地については、農

地として評価する。 
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（３）特殊な雑種地の評価方法 

次に掲げる雑種地の価額については、次の表により当該雑種地の付近の土地に対する

比準割合により求めるものとする。 

 

雑種地の種類 
市街化区域 市街化区域以外 

比準土地 比準割合 比準土地 比準割合 

都市計画法第 29 条の開発行為

に伴い設置された緑地・公園等 

（※注１） 

宅地 20％ 宅地 20％ 

鉄塔敷地 宅地 40％ 宅地 20％ 

電柱敷 宅地 40％ 宅地 20％ 

調整池（独立） 宅地 20％ 宅地 10％ 

集中浄化槽敷地 宅地 15％ 宅地 15％ 

共同ごみ置場敷地 宅地 15％ 宅地 15％ 

私道（課税通路） 宅地 15％ 宅地 15％ 

私道（農地介在道路）  田 50％ 

防火水槽・火の見等消防施設 宅地 ５％ 宅地 ５％ 

田の法面  田 70％ 

 

（※注１）適用に当たっては、次の用件の全てに該当する緑地・公園等であること 

・道路、溝梁その他によって判然と区別されていること 

・開発行為により設置された建物等の効用を高め又は維持を果たすものでないこと 

・不特定多数人が無料で利用可能であり、その利用が制限されていないこと 
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第３章 「公共の用に供する道路（公衆用道路）」について 

 

１ 用語の定義 

「公共の用に供する道路（公衆用道路）」とは、所有者がいかなる制約も設けず、広く不特

定多数人の利用に供するものをいう。 

また、特定人が特定の用に供する目的で設けた道路であっても、その道路の現況が一般的

な利用についていかなる制約も設けず開放されている状態にあり、かつ、当該道路への連絡

状況、周囲の土地の状況等からみて広く不特定多数人の用に供される性格を有するものにつ

いても、「公共の用に供する道路（公衆用道路）」とする。 

ただし、一画地（ショッピングセンター等）の中に設置されている道路及び通路等につい

ては除くものとする。 

 

２ 認定基準 

次のいずれかに該当する道路については「公共の用に供する道路（公衆用道路）」と認定す

る。 

（１）道路法第２条及び第３条の規定による道路（国、県、市等が管理する道路。以下「公

道」という。） 

（２）公道と公道を連絡する道路 

（３）公共施設と公道を連絡する道路 

（４）公共施設と公共施設を連絡する道路 

（５）建築基準法第 42 条第２項の規定による後退用地（みなし道路）で現況が道路のもの 

（６）建築基準法第 42 条第１項第５号の規定による道路位置指定を受けた道路 

（７）現実の利用の実態が広く不特定多数人の利用に供されている袋路等、公共的見地から

適当と認められる道路 

（８）公道と（２）から（７）のいずれかに該当する道路を連絡する道路 

 

３ 適用除外 

次の（１）から（５）のいずれかに該当する道路は、「公共の用に供する道路（公衆用道路）」

から除くものとする。 

また、「２ 認定基準」（５）のうち通り抜けできない道路、（６）又は（７）に該当する道

路において、次の（１）から（６）のいずれかに該当する場合も「公共の用に供する道路（公

衆用道路）」から除くものとする。 

（１）一般人の通行を禁止若しくは制限するための表示物又は、門扉、柵及び車止め等の障

害物を設けている道路（交通の危険防止のためと認められるものは除く。） 

（２）駐車場への進入等のための道路 

（３）舗装の有無は問わないが、道路の形態を整えていない道路 

（４）他人に有償での貸付又は使用料の徴収を行っている道路 

（５）宅地一体若しくは宅地の利用価値を高めるためとして利用されている道路 

（６）当該道路（私道）を利用しなければ出入りできない土地に住宅が３戸未満である場合。

ただし、当該道路（私道）以外の「公共の用に供する道路（公衆用道路）」に接している

土地の住宅は戸数に含めないこととする。 
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認定例

 （２）公道と公道を連絡する道路

公

道

　  （３）公共施設と公道を連絡する
 道路

公

道

　
　

 （４）公共施設と公共施設を連絡
 する道路

 （７）現実の利用の実態が広く 公
 不特定多数人の利用に供さ 衆
 れている袋路等、公共的見 用
 地から適当と認められる道 道
 路　 路

　当該道路（私道）を利用しなけれ
ば出入り出来ない土地に住宅が３戸
以上あること。
［Ｃ、Ｄ、Ｅで３戸］　Ａ、Ｂは
「公共の用に供する道路（公衆用道
路）」も利用できるので、戸数には
含めない。

 （８）公道と認定基準（２）から
 （７）に該当する道路を連絡 　
 する道路 公 公

道 道

公

道
公道

Ａ Ｃ

Ｅ

Ｂ Ｄ

公
共
施
設

公
共
施
設

他の道路

公道

公
共
施
設

他の道路

認　定　基　準 事　　　　　　例

公　道

公　道

公
共
施
設

 
 


